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   第 ２ 回  熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

令和元年６月19日(水曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時54分開議 

            午前11時58分開議 

            午後０時35分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 令和元年度主要事業等説明 

 議案第１号 令和元年度熊本県一般会計補

正予算(第１号) 

 議案第13号 熊本県森林環境譲与税基金条

例の制定について  

 報告第１号 平成30年度熊本県一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告についての

うち 

報告第５号 平成30年度熊本県一般会計事

故繰越し繰越計算書の報告についてのう

ち 

報告第10号 専決処分の報告について 

報告第11号 専決処分の報告について 

報告第12号 専決処分の報告について 

報告第16号 地産地消の推進に関する施策

の報告について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①営農再開の進捗状況について 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 早 田 順 一 

        副委員長 髙 島 和 男 

        委  員 前 川   收 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 髙 木 健 次 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 西 村 尚 武 

委  員 坂 梨 剛 昭 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 福 島 誠 治 

       政策審議監 竹 内 信 義 

      生産経営局長 山 下 浩 次 

      農村振興局長 久保田   修 

        森林局長 古 賀 英 雄 

        水産局長 山 田 雅 章 

       首席審議員 

兼農林水産政策課長 渡 邉 泰 浩 

      団体支援課長 門 﨑 博 幸 

 流通アグリビジネス課長 井 上 克 浩 

      農業技術課長 酒瀬川 美 鈴 

      農産園芸課長 下 田 安 幸 

         政策監 德 永 浩 美 

        畜産課長 上 村 佳 朗 

  農地・担い手支援課長 楮 本 亮 治 

      農村計画課長 福 島 理 仁 

      農地整備課長 渡 辺 昌 明 

     むらづくり課長 清 藤 浩 文 

      技術管理課長 鍬 本 隆 男 

      森林整備課長 松 木   聡 

      林業振興課長 入 口 政 明 

      森林保全課長 大 岩 禎 一 

      水産振興課長 中 原 康 智 

    漁港漁場整備課長 菰 田 武 志 

  農業研究センター所長 川 口 卓 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 岡 部 康 夫 

     政務調査課主幹 西 村 哲 治 

――――――――――――――― 
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  午前９時59分開議 

○早田順一委員長 それでは、ただいまから

第２回農林水産常任委員会を開会いたしま

す。 

 まず、開会に当たり、一言御挨拶を申し上

げます。 

 改めまして、皆さん、おはようございま

す。 

 第１回の農林水産常任委員会で委員長に選

任をいただきました早田でございます。 

 今後１年間、髙島副委員長とともに、誠心

誠意円滑な委員会運営に努めてまいりたいと

いうふうに思いますので、どうぞよろしくお

願いを申し上げます。 

 委員各位におかれましては、御指導、御鞭

撻をいただきますよう、心からお願いを申し

上げます。 

 また、福島農林水産部長を初めとする執行

部の皆様方におかれましても、御協力のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、御挨拶にかえさせ

ていただきます。お世話になります。 

 続いて、髙島副委員長からも一言御挨拶を

お願いいたします。 

 

○髙島和男副委員長 おはようございます。 

 同じく、第１回常任委員会で副委員長に選

任されました髙島和男でございます。 

 今後１年間、早田委員長を補佐して、しっ

かりと円滑な運営に心がけてまいりますの

で、よろしくお願いを申し上げます。 

 また、各委員、そしてまた、執行部の皆様

方におかれましては、御指導、御鞭撻を賜り

ますようにお願いを申し上げます。お世話に

なります。 

 

○早田順一委員長 本日の委員会は、執行部

を交えての初めての委員会でありますので、

執行部の幹部職員の自己紹介をお願いいたし

ます。 

 なお、自己紹介は、課長以上について自席

からお願いいたします。 

 また、審議員及び課長補佐については、お

手元にお配りしております説明資料中の幹部

職員名簿により、紹介にかえたいと思いま

す。 

 それでは、福島農林水産部長から順にお願

いいたします。 

   (農林水産部長、政策審議監～漁港漁場

整備課長の順に自己紹介) 

○早田順一委員長 それでは、主要事業等の

説明に入ります。 

 質疑については、執行部の説明終了後、一

括して受けたいと思います。 

 また、執行部の説明は、着座のままで簡潔

に行ってください。 

 まず、農林水産部長から主要事業及び議案

を含めた総括説明を、続いて各担当課長から

資料に従い、順次主要事業の説明をお願いい

たします。 

 初めに、福島農林水産部長。 

 

○福島農林水産部長 早田委員長、髙島副委

員長を初め委員の皆様には、この１年間よろ

しく御指導賜りますようお願い申し上げま

す。農林水産部職員一丸となって、本県農林

水産業の発展のために全力を尽くしてまいり

ます。 

 それでは、着座にて失礼いたします。 

 今定例会に提案しております議案の説明に

先立ち、農林水産部の令和元年度予算及び主

な取り組みを御説明します。 

 令和元年度当初予算は、一般会計690億円

余、特別会計11億円余、総額707億円余とな

っております。 

 令和元年度は、熊本復旧・復興４カ年戦略

の総仕上げの年となることから、営農再開を

目指す農家への支援を着実に進め、熊本地震

からの復旧、復興をさらに加速化させるとと

もに、競争力ある農林水産業の実現に取り組
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んでまいります。 

 まず、熊本地震からの復旧、復興について

です。 

 農林水産業においては、1,826億円に上る

過去最大の被害が発生しました。国の格別の

支援のもと、本県も全力を挙げて対応してき

たところですが、今年度は、年内の営農再開 

100％に向けた、残る農地及び農業用施設の

復旧を急ぐとともに、農地の大区画化や担い

手への集積など、創造的復興を進めてまいり

ます。あわせて、年内には大切畑ダムの堤体

工事に着手し、令和５年度の完成を目指しま

す。 

 次に、競争力ある農林水産業の実現につい

てです。 

 まず、農業においては、ＴＰＰ11の発効等

によるグローバル化や人口減少社会の進展を

見据え、スマート農業の推進、新規就農者の

確保、外国人材の受け入れ体制の整備、農

地、排水機場、ハウス等の生産基盤の整備、

中山間地域における持続可能な農業の推進等

の施策を強化してまいります。 

 また、林業においては、新たな森林管理シ

ステムの円滑な実施、本年４月に開校したく

まもと林業大学校等による人材育成の充実、

強化、森林資源の循環利用に向けた木材利用

や再造林の着実な推進などに取り組んでまい

ります。 

 さらに、水産業においては、有明海、八代

海等の漁場環境の改善及び資源管理に取り組

むとともに、ＩＣＴを活用した養殖管理シス

テムの開発、ヒトエグサ等の海藻養殖技術の

開発、実用化や水産物の海外輸出に向けた取

り組みを強化してまいります。 

 このほか、ラグビーワールドカップ、女子

ハンドボール世界選手権の県内開催を契機と

して、熊本が誇る豊かな農林水産物のＰＲ対

策を強化するとともに、東京オリンピック・

パラリンピックへの食材提供に必要なＧＡＰ

等の認証取得の推進に取り組んでまいりま

す。 

 それでは、今回提案しております議案の概

要を御説明します。 

 今回提案しておりますのは、予算関係１

件、条例等関係１件及び報告案件６件です。 

 まず、予算関係では、国土強靱化への対応

分として２億円余、通常分として国からの内

示増などによる33億円余、合わせて36億円余

の増額補正を提案しております。 

 次に、条例等関係では、森林環境譲与税基

金条例の制定が１件、報告案件は、平成30年

度一般会計繰越計算書の報告が２件、職員の

交通事故に係る専決処分の報告が３件、地産

地消の推進に関する施策の報告が１件です。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

ございます。 

 加えて、その他報告事項としまして、営農

再開の進捗状況を御報告させていただきま

す。 

 詳細につきましては、この後、それぞれ担

当課長から説明させますので、御審議のほど

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会説明資料、令和元年度

主要事業及び新規事業について御説明させて

いただきます。 

 まず、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 農林水産部の機構図でございます。 

 本庁は、５局16課の体制となっておりま

す。 

 字が小さくて恐縮でございますが、右下で

ございます。今年度から、新たな森林管理シ

ステムの運用開始及びくまもと林業大学校の

開校を踏まえまして、森林整備課及び林業振

興課の班構成を再編するとともに、研修機能

の充実により、林業研究指導所を林業研究・

研修センターに名称変更しております。 
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 次の２ページは、各課の担当事務の概略を

示しております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ３ページから７ページにかけましては、本

庁、研究機関、広域本部、地域振興局等にお

ける幹部職員の名簿をつけさせていただいて

おります。 

 ９ページをお願いいたします。 

 令和元年度の農林水産部施策の方針でござ

います。 

 部長の総括説明にもございましたとおり、

熊本復旧・復興４カ年戦略の総仕上げといた

しまして、復旧、復興の確実な推進とあわせ

まして、スマート技術の導入、外国人材の受

け入れ・育成体制の整備、新たな森林管理シ

ステムの円滑な運用、くまもと林業大学校設

置による即戦力人材の育成など、競争力ある

農林水産業の実現等に向け、７つの柱に沿っ

て施策を進めてまいります。 

 続けて、11ページをお願いいたします。 

 令和元年度当初予算の総括表でございま

す。 

 本年度予算額(A)の一番下でございます

が、２月定例会において御承認いただきまし

た農林水産部全体の予算は、部長の総括説明

にもございましたとおり、総額で707億円余

となっております。本予算で、先ほど御説明

申し上げました方針に沿いまして、各種農林

水産施策を着実に推進してまいります。 

 12ページからは、令和元年度主要事業及び

新規事業でございます。各課より主な施策に

ついて御説明申し上げます。 

 まず、農林水産政策課からは、新規事業の

県内開催国際スポーツ大会地域食材等ＰＲ事

業でございます。 

 今年度県内で開催されますラグビーワール

ドカップ、女子ハンドボール世界選手権にお

きまして、農林水産物のＰＲを行うことを目

的といたしまして、特に女子ハンドボールの

試合会場となります八代、鹿本地域のファン

ゾーンにおきまして、地元の農林水産物の販

売やＰＲを行っていきたいと思っておりま

す。 

 13ページをお願いいたします。 

 グローバル農業交流推進事業でございま

す。 

 農業分野におけるグローバル化に対応する

ため、技術支援を通じた信頼関係の構築など

のため、海外との交流を推進するものでござ

います。 

 具体的には、平成28年に覚書(ＭＯＵ)を締

結いたしましたバリ州のモデル農園における

技術支援やモンタナ州、タイなどとの技術交

流を予定しております。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○門﨑団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 続いて、資料の14ページをお願いいたしま

す。 

 農業共済加入促進事業につきましては、自

然災害に対するセーフティーネットでござい

ます農業共済の加入促進を図るための事業で

ございます。 

 事業内容(1)の市町村加入促進支援事業に

つきましては、果樹共済と園芸施設共済の加

入者への掛金支援を市町村と連携して行うも

のでございます。 

 (2)の農業保険加入実態調査委託事業につ

きましては、新規事業といたしまして、農業

保険への加入状況や未加入の理由などを調

査、分析するものでございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 収入保険制度導入対策事業につきまして

は、自然災害だけではなく、価格低下による

農業収入の減少も補塡します収入保険制度が

本年１月に開始をされましたことから、この

制度の普及、定着を促進するものでございま

す。 

 事業内容(2)の収入保険制度普及啓発事業
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につきましては、制度の対象者が青色申告を

行っている農業者とされていることから、青

色申告者をふやすための取り組みといたしま

して、県担い手育成総合支援協議会を通じ、

研修会の開催等を行うものでございます。 

 16ページの水産団体経営安定総合対策事業

につきましては、漁協の経営基盤や組織体制

を強化するための事業でございまして、事業

内容(1)の経営基盤改善支援事業は、財務処

理や経営改善計画の策定を税理士等の外部の

専門家に依頼するための経費を漁協に助成す

るもの、(2)の経営安定・組織強化対策事業

につきましては、事業改革や組織再編に取り

組むために必要な経費を助成するものでござ

います。 

 17ページをお願いいたします。 

 農林水産業制度資金につきましては、農林

水産業者の皆様が設備の近代化あるいは経営

改善を図るために必要な資金を有利な条件で

提供するもので、次の18ページにかけまし

て、農業、林業、水産業、災害等に係る資金

の一覧を記載しております。 

 それぞれの資金ごとに、近年の融資実績で

ございますとか、資金需要見込み等を踏まえ

まして、必要な融資枠を設定しているところ

でございます。 

 団体支援課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○井上流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課です。 

 19ページをお願いいたします。 

 県産農産物等認知度向上関連事業ですが、

知事のトップセールス、それから、くまもと

大使のネットワーク等を活用いたしまして、

県産農産物等のＰＲと認知度向上を図るもの

です。 

 農産物のセールス拡大加速化を図るため、

首都圏や関西圏の大都市圏におきまして、物

産展等熊本フェアの開催をいたします。ま

た、くまもとの赤ブランドの定着推進のた

め、熊本ブースの出展、くまモンによるＰＲ

活動を行います。 

 20ページの農林水産物等輸出関連事業は、

令和元年度の輸出目標額60億円の達成に向け

て、輸出先や品目の販路拡大、効果的なプロ

モーションによる認知度向上に取り組みま

す。 

 特に、本年度は、新たに次世代の輸出拡大

に向け、各国の輸出条件の調査や県内の輸出

推進体制の検討を実施いたします。 

 また、引き続き、熊本に在住している外国

人の方、それから熊本空港に訪れる旅行者の

方に味覚調査やテスト販売を実施いたしま

す。香港、シンガポール、台湾、それぞれの

嗜好、ニーズに合った輸出展開や、マカオ、

マレーシアなど新たな需要拡大を目指したテ

スト販売など、プロモーション活動を行いま

す。 

 21ページをお願いいたします。 

 地産地消の推進につきましては、くまもと

地産地消推進県民条例の理念に沿い、機運の

醸成、それから県産農林水産物の利活用促進

を図ります。 

 まず、引き続き、学校給食における県産食

材の利用促進として、学校給食向けの食材流

通モデルの実証や地産地消モデル献立の作成

に取り組んでまいります。 

 また、本年度新たに、地産地消でおもてな

し事業として、国際スポーツ大会の機運を捉

え、女子ハンドボール世界選手権での県産農

産物の装飾物展示や地産地消協力店における

地産地消フェアなど、県民のみならず、県

外、国外の選手団及び観客に対しまして、県

産農産物のＰＲを行います。 

 22ページの６次産業化支援関連事業は、６

次産業化の取り組みを推進し、サプライチェ

ーンの強化を図ります。 

 特に、今年度は、新たに異業種連携！６次

産業化人材育成事業を実施し、生産者から製
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造業者、小売業者など、６次産業化に関する

異業種を一堂に集め、それぞれの発想力や情

報を活用しながら、商品開発やＰＲ力を高め

ながら、ものづくりと人づくりに向けた支援

を実施いたします。 

 また、新たに６次産業化加速化支援事業に

より、６次化を加速するための加工委託や食

品分析を支援します。 

 一方、引き続き、地域未来モデル事業やく

まもと６次産業化総合支援強化事業により、

国の交付金も活用しながら、加工施設の整備

や衛生機器の導入支援、農林漁業者等へのサ

ポート活動を実施してまいります。 

 23ページをお願いいたします。 

 フードバレー構想推進関連事業は、くまも

と県南フードバレー構想を推進するため、フ

ードバレーアグリビジネスセンターを拠点と

した試験研究や加工品の試作などのビジネス

創出支援、また、くまもと県南フードバレー

推進協議会が行う事業の支援を行います。 

 流通アグリビジネス課は以上です。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 24ページをお願いいたします。 

 協同農業普及事業でございます。 

 これは、農業改良助長法に基づき、普及職

員が直接農業者に接して、農業技術や経営指

導を行うものです。本庁及び11の広域本部、

地域振興局におります普及職員の現場での活

動費や資質向上のための研修費などでござい

ます。 

 25ページをお願いいたします。 

 新規事業のスマート農業普及推進事業でご

ざいます。 

 この事業は、スマート農業を推進するため

の体制整備及び農業情報拠点サイトの開設に

要する経費でございます。 

 事業内容は、スマート農業機械等導入後の

費用対効果を把握するため、各地域振興局の

普及職員が、ドローンや搾乳ロボットなどを

導入されている農業者の労働時間や経営収支

を調査し、導入の目安となる経営指標を作成

いたします。また、最新機械の展示やフォー

ラムを開催し、機運の醸成を図ってまいりま

す。さらに、農業者が求める多彩な情報を１

つにまとめた農業情報拠点サイトを開設しま

す。 

 26ページをお願いいたします。 

 地下水と土を育む農業総合推進事業でござ

います。 

 これは、平成27年４月から施行しておりま

す地下水と土を育む農業推進条例に基づきま

す事業でございます。地下水と土を育む農業

の県民への理解促進や化学肥料、農薬を削減

するための技術の導入支援、くまもとグリー

ン農業の推進などでございます。 

 27ページをお願いいたします。 

 農業生産工程管理(ＧＡＰ)導入促進事業で

ございます。 

 2020年開催の東京オリンピック・パラリン

ピックや輸出への対応も見据えまして、くま

もと県版ＧＡＰ等の推進を行うとともに、オ

リパラ大会への食材供給の促進を図るもので

ございます。 

 28ページをお願いいたします。 

 環境保全型農業直接支払事業でございま

す。 

 地球温暖化防止や生物多様性保全のため

に、環境保全効果の高い営農活動に対して交

付金を交付するものでございます。レンゲ等

のカバークロップの作付や堆肥の利用、有機

農業などの取り組みに対しまして、10アール

当たり8,000円を上限に交付するものでござ

います。 

 29ページをお願いいたします。 

 農業研究センター試験研究費でございま

す。 

 農業技術開発の拠点として、稼げる農業の
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実現に向けまして、耕種部門では、イチゴの

「ゆうべに」や米の「くまさんの輝き」な

ど、県オリジナル品種の育成や品質、収量を

高める技術の開発、畜産部門では、優良な種

雄牛の選抜や飼料の低コスト生産技術などの

開発に取り組んでまいります。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○下田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 30ページをお願いいたします。 

 まず、強い農業づくり支援事業でございま

す。 

 これは、これまでの国の強い農業づくり交

付金を引き継ぐもので、内容的には、２の事

業内容にありますように、これまでどおり産

地競争力強化のための集出荷施設等の整備に

対し助成を行うものです。 

 下段の産地パワーアップ事業につきまして

は、ＴＰＰ等対策として国が予算化している

もので、共同利用施設の整備や農業機械のリ

ース導入、生産資材の購入等に対し助成を行

うものです。 

 31ページをお願いいたします。 

 農業外国人材受入体制整備事業でございま

す。 

 本年４月から導入された新たな在留資格で

ある特定技能としての農業分野での受け入れ

を促進するための事業でございます。 

 事業内容(1)の県全体での制度の普及推進

や受け入れ体制の構築に加え、(2)として、

本年度からの受け入れを目指す地域の中から

パイロット地区を設け、農協や市町村等で構

成します地域協議会が行う受け入れ環境整備

に係る経費の支援を行うものでございます。 

 32ページのくまもと土地利用型農業競争力

強化支援事業につきましては、県下全域で米

などの生産コスト低減を加速化していくもの

でございます。平たん地域や中山間地域にお

ける営農の組織化、組織規模拡大に必要な機

械導入を支援するものでございます。 

 33ページをお願いいたします。 

 農業用ハウス強靱化緊急対策事業につきま

しては、国の国土強靱化対策の一環として、

災害に強い施設園芸産地の育成を進めるた

め、十分な耐候性がない農業用ハウスの補強

等に対して助成を行うものでございます。 

 34ページの果樹競争力強化推進事業につき

ましては、気象の影響を受けない高品質・安

定生産技術の導入等を加速するため、ミカン

の浮き皮軽減技術や落葉果樹の簡易ハウス導

入等実践の取り組みを推進するものでござい

ます。 

 35ページをお願いいたします。 

 くまもとの花生産流通推進事業につきまし

ては、周年生産・供給体制の構築や新たな需

要開拓、情報発信に加え、本年は、事業内容

の(3)の県内での国際スポーツ大会に合わせ

た生の花を利用したおもてなしを実施するこ

ととしております。 

 36ページの地域特産物産地づくり支援対策

事業につきましては、お茶や葉たばこ、薬用

作物等、特産物の産地化、生産体制確立を図

るため、共同利用機械・施設の導入等を支援

するものでございます。 

 37ページをお願いいたします。 

 いぐさ・畳表生産体制強化支援対策事業に

つきましては、イグサの共同利用機械やＱＲ

コードタグ挿入装置、イグサハーベスタの導

入等の支援を行う事業でございます。 

 農産園芸課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○上村畜産課長 畜産課でございます。 

 38ページをお願いいたします。 

 畜産クラスター事業でございます。 

 これは、地域ぐるみで高収益型の畜産、酪

農を実現するため、畜産クラスター計画に位

置づけられた中心的な経営体が行う畜舎や堆

肥舎などの施設整備に対して助成するもので
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ございます。 

 39ページをお願いいたします。 

 畜産経営バックアップ事業を新規事業とし

て新たに計上しております。 

 これは、小規模、高齢な肉用牛繁殖農家を

地域ぐるみで支えるために、飼養管理の補佐

等を行うヘルパー組織の設立、運営に要する

経費や高齢農家の雌牛導入に対して助成する

ものでございます。 

 40ページをお願いいたします。 

 阿蘇草原復興支援事業を新規事業として新

たに計上しております。 

 これは、熊本地震で被災した牧野の牧道整

備や高栄養な牧草、チモシーの定着に要する

経費等に対して助成するもので、熊本地震復

興基金を活用しております。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 41ページをお願いいたします。 

 農地集積加速化事業につきましては、担い

手への農地集積の促進を支援するものでござ

います。 

 事業内容(2)の農地集積等交付金事業で

は、集積促進地区へ県独自の交付金を交付い

たしまして、地域での合意形成や集積を進め

てまいります。 

 本年度は、中山間地域や樹園地での取り組

みを一層強化するため、樹園地地区を新規に

設けまして進めてまいります。 

 また、(7)の農地集積実践システム検証事

業では、農業委員や農地利用最適化推進委員

の取り組みを一層活性化させるため、農地の

利用状況を地図化しまして、集落の話し合い

と集積に結びつけてまいります。 

 42ページのくまもと農業経営相談所総合支

援事業につきましては、昨年開所いたしまし

た農業経営相談所によりまして、担い手の経

営改善や地域営農組織の法人化等を推進する

ものでございます。 

 昨年度は、15経営体を法人化するなどの成

果が出ておりまして、本年度も100経営体を

重点指導農家に指定し、支援してまいりま

す。 

 43ページをお願いいたします。 

 担い手づくり支援交付金事業につきまして

は、担い手等に対し、必要な農業機械の導入

等を支援する国の事業でございます。 

 事業内容(1)の先進的農業経営確立支援タ

イプにつきましては、農業法人等を対象に本

年度新設されまして、助成上限額も増額され

ております。本事業により、引き続き、担い

手の経営改善を支援してまいります。 

 44ページの熊本型新規就農総合支援事業に

つきましては、新規就農者に対しまして、相

談から就農、定着まで総合的に支援するもの

でございます。 

 本年度新規事業といたしまして、事業内容

(4)の新規就農スタートアップ支援力強化事

業では、ＪＡ等の認定研修機関の研修用ハウ

スや新規就農者が経営開始する際のハウスの

導入、農地の賃借等に対する補助事業でござ

います。 

 また、(5)の未来の新規就農者掘り起こし

事業は、中学生に農業を職業として選択して

もらうよう、農業法人や農業高校の体験ツア

ー、また、中学校へ配付しますＤＶＤを作成

するなど、農業の魅力を発信してまいりま

す。 

 続きまして、45ページをお願いいたしま

す。 

 農業次世代人材投資事業は、就農前の研修

期間や経営が不安定な就農直後の所得を確保

するため、給付金を交付する国の制度でござ

います。 

 昨年の年内給付者の総数は、約900人とな

っておりまして、全国トップとなっておりま

す。 

 本年度も、同事業により新規就農者の確保
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を進めてまいります。 

 46ページの熊本とつながる農業外国人材育

成事業につきましては、農業外国人材を本県

農業のパートナーとして将来的に本県農業の

発展につながるよう、学びの場を提供するも

のでございます。 

 ４月にスタートいたしました新在留資格で

就労する外国人に対し、農業大学校でスキル

アップ講座を開催するなど、農業技術や知識

の習得を支援してまいります。 

 農地・担い手支援課は以上でございます。 

 

○福島農村計画課長 農村計画課です。 

 47ページをお願いします。 

 国営土地改良事業等でございます。全部で

４地区ございます。 

 まず、川辺川地区ですが、昨年２月末に計

画変更を完了いたしまして、現在は、造成団

地の水手当て等工事を行っております。令和

３年度に事業完了の予定です。 

 続きまして、大野川上流地区です。 

 本地区は、現在、大蘇ダムの浸透抑制対策

を実施しているところでありまして、本年度

完了予定です。 

 次に、八代平野地区です。 

 昨年度から事業に着手しまして、過去に国

営事業で造成されました頭首工、幹線用水路

の老朽化対策等を進めてまいります。 

 最後に、玉名横島地区ですが、引き続き、

堤防の補強、樋門の改修を実施してまいりま

す。 

 48ページは、土地改良施設資産評価情報整

理事業です。 

 昨年度の土地改良法の改正によりまして、

土地改良区が令和４年度の決算書類から貸借

対照表を作成することとなりましたので、こ

れに必要となります管理施設の資産評価情報

を本事業によりまして整理、提供しまして、

土地改良区を支援するものです。 

 49ページをお願いします。 

 上段は、農業農村整備調査計画費です。 

 県営農業農村整備事業の実施予定箇所や要

望箇所につきまして、事業着手前に基礎的な

調査等を行うものです。 

 下段の県営土地改良調査計画費は、上段の

農業農村整備調査計画費により、事業化が可

能と判断されました地区につきまして、採択

の前提となります事業計画書を策定するもの

です。また、そのほかに、水利施設の機能診

断や保全計画の策定等も行っております。 

 50ページは、団体営農業農村整備事業費で

ございます。 

 市町村等が実施いたします農業農村整備事

業に対して補助を行う事業でございます。 

 農村計画課は以上でございます。よろしく

お願い申し上げます。 

 

○渡辺農地整備課長 農地整備課です。 

 51ページをお願いいたします。 

 農業生産基盤整備事業費でございます。 

 農業生産の基盤となる農地の区画、農業用

排水施設、農道等の整備を地域の実情に応じ

て整備することにより、水利用の安定、水田

の汎用化、農作業の省力化等を図り、生産コ

ストの低減等を通じて、生産振興、農家の経

営安定に資するものでございます。 

 担い手への農地集積に資するソフト事業も

あわせて実施いたします。氷川下流地区を含

め、94地区で実施する予定でございます。 

 53ページをお願いいたします。 

 農村地域防災減災事業でございます。 

 農用地及び農業用施設の災害の発生を未然

に防止し、生産の維持、経営の安定を図り、

あわせて国土及び環境の保全に資するもので

ございます。農地の湛水を防止する排水機場

や海岸堤防の整備等を実施します。豊川南部

地区を含め、32地区で実施する予定でござい

ます。 

 54ページをお願いいたします。 

 団体営農地等災害復旧事業費でございま
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す。 

 異常な天然現象により被災しました農地や

農業用施設の復旧を行い、農地の維持並びに

経営の安定を図るものでございます。平成30

年発生の災害で被災した農地や農業用施設等

の復旧を県下全域で実施する予定でございま

す。 

 55ページをお願いいたします。 

 県営農地等災害復旧事業費でございます。 

 災害復旧事業を行う箇所のうち、高度な技

術力を必要とするもので、一定の規模以上の

ものについて、県が事業主体となり実施する

ものでございます。熊本地震で被災しました

大切畑ダムの復旧について実施する予定とし

ております。 

 農地整備課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○清藤むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 56ページをお願いします。 

 県営中山間地域総合整備事業です。 

 この事業は、中山間地域において、圃場整

備や用排水路、農道、集落道路、集落排水路

の整備を実施する事業で、本年度は21地区で

実施する予定です。 

 また、(4)の農業経営高度化支援事業は、

圃場整備とセットで農地の集積を図るための

指導や調整を７地区で実施する予定としてお

ります。 

 57ページをお願いいたします。 

 中山間地域基盤整備加速化事業です。 

 この事業は、県営中山間地域総合整備事業

の実施地区において、農家負担を軽減し、農

地集積と基盤整備の加速化を図るため、農地

中間管理機構の活用や農地集積等の達成状況

に応じて促進費を交付する事業です。 

 なお、(2)の基盤整備促進費は、中山間地

域総合整備事業の一部を農地耕作条件改善事

業で実施する場合に農家負担金を同じにする

ための促進費で、本年度の新規事業でござい

ます。 

 58ページの中山間農業モデル地区支援事業

は、中山間地域において、モデル地区を設定

し、地域みずからが作成する農業ビジョンづ

くりとビジョンに基づく高単価作物の導入や

きめ細かな基盤整備、施設機械の導入、販売

力強化などを総合的に支援するものです。本

年度は、モデル地区を33地区に拡大して支援

することとしております。 

 59ページをお願いいたします。 

 上段の中山間地域等直接支払事業は、農業

生産条件の不利な中山間地域等において、集

落協定に基づき農業生産活動を行う農家等に

交付金を交付する事業で、本年度は36市町村

で実施する予定です。 

 下段の多面的機能支払事業は、農業、農村

が有する国土保全など多面的機能を維持発揮

させるため、地域の共同活動や農地、水路な

どの地域資源の保全管理を支援する事業で、

本年度は五木村を除く44市町村で実施する予

定でございます。 

 60ページの上段の地域ぐるみの鳥獣被害防

止対策パワーアップ事業は、鳥獣による農作

物の被害を軽減するため、地域が主体となっ

て取り組む有害鳥獣の捕獲活動やわなの購

入、侵入防止柵の整備を支援します。また、

「えづけＳＴＯＰ！」の普及啓発や人材育成

にも取り組むこととしております。 

 下段のくまもとジビエ活用支援事業は、有

害鳥獣対策で捕獲した鹿やイノシシなどの肉

をジビエとして活用することを推進する事業

です。 

 本年度は、くまもとジビエコンソーシアム

が実施しますトレーサビリティーを確立する

ためのＩＣＴシステムの開発や国産ジビエの

認証取得に対する支援、処理技術の向上研修

や県外への販路拡大に取り組みます。 

 61ページをお願いいたします。 

 くまもと里モンプロジェクト推進事業で
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す。 

 この事業は、美しい景観の保全や、文化や

コミュニティーの維持、創造など、住民主体

の地域活動の芽吹きを支援するもので、本年

度は、引き続き、地域住民の活動を支援する

とともに、優良な活動事例を県下全域で活用

できるよう、冊子や動画として取りまとめる

こととしております。 

 62ページの上段、世界農業遺産推進事業

は、阿蘇地域世界農業遺産推進協会が取り組

む農産物の付加価値向上や観光客を増加させ

る活動を支援するとともに、国内で認定を受

けている11地域が連携して、首都圏等での世

界農業遺産ブランドの情報発信を行うことと

しております。 

 下段の阿蘇草原再生・しごと創生プロジェ

クト推進事業は、阿蘇の草資源を効果的に利

活用し、草原の再生、保全を図るもので、本

年度は、野草を利用した堆肥の製造や供給シ

ステムの構築、野草利用農産物ブランドの認

知度向上の取り組みを支援することとしてお

ります。 

 むらづくり課は以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

 

○鍬本技術管理課長 技術管理課です。 

 63ページをお願いいたします。 

 地籍調査事業でございます。 

 この事業は、国土調査法に基づき市町村が

行う土地の所有者等の調査、境界等の測量に

対して助成するものです。調査の成果は、不

動産登記や課税台帳に反映されます。 

 県下30市町村が完了しており、本年度は残

り15市町村で実施いたします。なお、既に完

了しています２町村において、熊本地震に伴

い複雑な地殻変動が生じた一部地域を再調査

することにしております。 

 64ページをお願いいたします。 

 農地情報共有化促進事業です。 

 県や市町村、農業委員会等が保有している

農地情報を地図や航空写真と重ね合わせて、

地図情報システムとして共有し、地域の現状

分析や施策検討等に有効活用するものです。

農地集積等に活用しており、本年度は、家畜

保健所や農業研究センターに追加導入するな

ど、さらなる利活用支援を行っていくことに

しております。 

 技術管理課は以上でございます。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 65ページをお願いいたします。 

 新たな森林管理システム活動支援事業は、

本年４月から全国の市町村で取り組みが開始

されます新たな森林管理システムの運営が円

滑なものとなるよう、市町村への支援を行う

ものでございます。 

 県において相談デスクを設置し、市町村か

らの相談に応じるとともに、巡回してアドバ

イスすることを事業内容としております。 

 なお、本事業は、本年４月に導入されまし

た森林環境譲与税を活用して実施する事業で

ございまして、同様に、同税を活用する事業

につきましては、次のページ以降、右の予算

額の欄にその旨の表記をしてございます。 

 66ページの熊本県森林情報共有システム構

築事業でございますが、本事業につきまして

も、先ほどの事業と同様、新たな森林管理シ

ステムの運営支援の一環として実施するもの

でございます。 

 森林所有者や森林資源の情報を一元的に管

理する森林クラウドシステムの構築を行うほ

か、森林整備の事業発注に備えまして、積算

システムの開発に取り組むものでございま

す。 

 67ページをお願いします。 

 水とみどりの森づくり税を活用した森林づ

くり事業でございます。 

 事業内容(1)の森林機能高度発揮の森林
も り

づ

くり事業につきましては、県民生活の安全、
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安心の確保という観点から、渓流沿いなどに

対象を絞りまして、流れ木被害の抑制等に資

する間伐への助成を行うものでございます。 

 また、(2)の森林資源循環利用推進事業

は、持続的な森林経営が行われるよう、伐採

後の再造林を推進するための事業でございま

す。 

 本年度は、下刈りへの助成を拡充するとと

もに、エリートツリーと呼ばれております、

初期成長にすぐれることから下刈り作業の省

力化などにつながると期待されている杉の選

抜品種がございます。これを県有林内に実証

展示林として設置をいたしまして、県内への

普及の足がかりにしたいと考えております。 

 68ページの森林環境保全整備事業は、森林

整備の基本となる国庫補助事業でございまし

て、間伐や作業路網の整備など、各種施業の

実施について、森林組合や林業事業体等に対

し支援するものでございます。 

 69ページをお願いいたします。 

 林建・異業種連携森林整備促進事業につき

ましては、従来から林業事業体や建設業との

連携による路網整備を実施してきた事業でご

ざいます。 

 本年度は、造林や保育施業の担い手確保の

観点から、事業内容の(1)造林・保育等実行

促進事業を新たに設置をいたしまして、造園

業などの異業種と連携して行う森林整備を後

押しすることとしております。 

 70ページの伐木プロフェッショナル魅力発

信事業については、林業が魅力ある職業であ

ることを普及啓発するため、チェーンソーを

使った伐採等の実演を展開していく取り組み

でございます。熊本の森林整備を支える担い

手の確保に向け、林業という職業のイメージ

アップを図っていきたいと考えております。 

 71ページをお願いいたします。 

 林業研究・研修センター試験研究費でござ

いますが、これは、県の林業研究・研修セン

ターの運営に要する経費でございます。 

 冒頭、農林水産政策課長からもありました

とおり、同センターは、これまでの名称から

変更いたしまして、くまもと林業大学校の県

北校の拠点となるなど、林業に関する研修機

能を充実させた施設となったことから、新た

に林業研究・研修センターと名称の変更を行

ったところでございます。 

 森林整備課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 72ページをお願いいたします。 

 まず、新規のくまもと林業大学校人財づく

り事業です。技術と現場力を兼ね備えた林業

担い手を育成してまいります。 

 ２の事業内容のように、３つのコースを設

けています。 

 林業大学校のメーンとなります(1)の①、

長期課程では、新規就業希望者を対象に、県

北校と県南校で200日間の研修を行います。

現在、第１期生として、17名が元気に意欲を

持って頑張っています。 

 また、③の専門課程では、新たに林業経営

者コースを設けております。 

 そのほか、自伐林家、女性担い手、高校

生、一般の方を対象に研修を実施してまいり

ます。 

 73ページをお願いいたします。 

 新規の意欲と能力のある林業経営者育成推

進事業です。 

 ４月から始まりました新たな森林管理シス

テムの森林整備を担う意欲と能力のある林業

経営者を育成するものでございます。 

 事業内容は、森林整備や木材生産の増加に

つながる計画書の作成、機械導入等に対する

助成でございます。 

 74ページをお願いいたします。 

 組みかえ新規のくまもとの木を活かす木造

住宅等推進事業です。 
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 事業内容(1)の①は、木造住宅の建築に柱

や板材を提供するものですが、今年度から木

材が見える形で使われることを条件にすると

ともに、補助対象者を建築主から工務店に変

更して実施してまいります。あわせて、緑化

木も提供いたします。 

 ③は、地域協議会等が、地域の特色を生か

した景観づくりとして、案内板、ベンチ、木

製塀等を整備する取り組みに対して助成する

ものでございます。 

 75ページをお願いいたします。 

 林業・木材産業振興施設等整備事業です。

林業・木材産業の基盤強化を目的としており

ます。 

 事業内容は、製材施設等の木材加工流通施

設の整備、フォワーダー等の高性能林業機械

の導入、木造の総合コミュニティーセンター

の建設に助成するものでございます。 

 76ページをお願いいたします。 

 くまもとの森林利活用最大化事業です。こ

の事業は、条件不利地における搬出間伐を推

進するものです。 

 事業内容は、林道等から100メートル以上

離れている森林の間伐材を市場等に出荷する

際に要する経費の一部を助成するものでござ

います。補助事業者の市町村が助成した費用

の２分の１を助成いたします。 

 77ページをお願いいたします。 

 新規の食べる竹・使う竹・魅せる竹生産支

援事業です。 

 この事業は、荒れた竹林を活用していこう

という取り組みです。伐竹業者や竹林所有者

が行う竹林の集約化や竹林の整備、竹を切る

のに必要な機械のレンタル等に要する経費を

支援するものでございます。 

 78ページをお願いいたします。 

 最後に、林道事業です。 

 森林の適切な管理及び木材生産の効率化等

の基盤となる林道の整備を行います。 

 表の１段目、①県営林道事業は、市町村か

らの代行依頼を受けて県が実施するもので、

今年度は９路線の林道を開設いたします。 

 中ほどは、市町村が行う事業です。林道の

開設、改良、舗装、橋梁等の点検を17市町村

で実施いたします。 

 林業振興課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○大岩森林保全課長 森林保全課です。 

 79ページをお願いします。 

 治山事業でございます。 

 この事業は、豪雨災害等により荒廃した渓

流や山腹の復旧工事、荒廃のおそれのある山

地の予防的な防災工事、水源涵養等の公益的

機能を高めるための森林整備を行うもので

す。 

 施工箇所は、県内一円で70カ所で実施予定

で、３カ年緊急対策として、山地災害危険地

区における治山対策や、流れ木対策として、

流れ木を捕捉するスリットダムの設置などに

取り組みます。 

 80ページをお願いします。 

 治山激甚災害対策特別緊急事業でございま

す。 

 この事業は、熊本地震により激甚な山地災

害が発生した地域の緊急かつ集中的な復旧整

備を、平成29年度から５カ年間で実施するも

のです。 

 事業実施は、南阿蘇村立野地区などのよう

に、緊急度や重要度の高い箇所から復旧工事

を進めており、本年度の施行箇所は、阿蘇、

上益城、菊池地域で25カ所を予定していま

す。 

 森林保全課は以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○中原水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 81ページをお願いいたします。 

 新規、スマート養殖業技術開発事業でござ
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います。 

 これは、従来の経験や勘に基づいた養殖方

法にかわる、データに基づいた次世代型くま

もと養殖業の実現を目指し、ＩＣＴを活用し

た自動給餌システムや養殖管理システムを開

発するものでございます。 

 計画１年目である今年度は、全国２位の生

産量を誇るマダイ養殖を対象に、ＩｏＴを活

用した自動給餌システムの開発を支援してま

いります。 

 82ページ上段、新規のくまもと養殖業国際

水準化促進事業は、国際認証制度となるマリ

ンエコラベルの取得を推進することで、県産

養殖水産物の国内外での競争力強化を図るも

のです。認証取得を目指す養殖業者及び漁協

に対し、必要な経費の助成などの支援を行っ

てまいります。 

 下段のＥＵ向けくまもとの魚輸出促進事業

でございます。 

 今年２月の日・ＥＵ・ＥＰＡ発効により、

ブリやマダイなど、本県の主力水産物の関税

が即時撤廃されました。これを契機に、ＥＵ

向けの輸出促進を図るものです。 

 今年度は、新たにＥＵ輸出に取り組む県海

水養殖漁協の加工施設をＥＵ輸出の登録施設

とするために必要な改修経費等を助成すると

ともに、販路開拓の取り組みを支援してまい

ります。 

 83ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海再生事業でございます。 

 この事業は、有明海、八代海の水産業の再

生を図るため、主要魚介類の効率的な放流、

増殖技術の開発等に取り組むものです。 

 有明海では、アサリやクルマエビなどを対

象に、種苗放流技術の開発や海底耕うんの効

果把握などを沿岸４県で協調しながら取り組

んでいるところです。 

 八代海では、アサリの資源回復に向けた活

動支援やキジハタ、アシアカエビの種苗生

産、放流技術の開発に取り組んでいます。 

 また、今年度新たに、本年３月に八代海沿

岸の５市３町18漁協で設立した八代海エビ類

共同放流協議会における共同放流に向けた取

り組みを(4)の事業で新たに支援してまいり

ます。 

 84ページの稼げる食用海藻高度化事業は、

水産研究センターにおいて、海藻の増養殖技

術の開発、高度化を推進するものです。 

 本事業では、地方創生拠点整備交付金で本

年３月に整備した水産研究センター海藻増養

殖研究施設を活用し、高水温など熊本の今の

環境に適応した品種改良や量産技術の開発に

取り組んでまいります。 

 85ページをお願いいたします。 

 漁業調査船「ひのくに」代船建造事業でご

ざいます。 

 これは、水産研究センター所有の漁業調査

船「ひのくに」が、建造から18年経過し、老

朽化したことから、代船を建造するものでご

ざいます。昨年度設計業務が完了し、本年度

から２カ年で建造してまいります。 

 水産振興課は以上です。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 86ページをお願いします。 

 水産環境整備事業でございます。 

 本事業は、水産資源の回復を図るために、

生産力が低下している漁場ごとに各種整備を

実施しており、有明海や八代海沿岸部の干潟

漁場では、アサリの漁獲量の増加を目指しま

して、底質環境の改善を図る覆砂等を実施し

てまいります。また、天草西沿岸部の浅海域

では、マダイ等の資源回復を目指して投石礁

や藻礁を設置することで、海藻類の着定を図

る藻場の造成を実施してまいります。 

 87ページをお願いします。 

 漁港施設機能強化事業でございます。 

 近年、大型化しています自然災害におきま

して漁港施設が被災した場合、漁業活動に重
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大な影響を及ぼすおそれがあることから、岸

壁や防波堤等の漁港施設の機能強化を図るた

めに、本事業により整備を行うものです。 

 本年度は、水俣市にございます丸島漁港ほ

か３漁港での整備を予定しております。 

 次に、88ページの水産物供給基盤機能保全

事業は、漁港の既存施設の老朽化に際し、効

率・効果的な施設更新等を行うために、機能

保全計画を策定し、長寿命化対策の各種工事

を熊本地区ほか11地区で予定しております。 

 89ページをお願いします。 

 県管理漁港内放置船対策事業でございま

す。 

 本事業は、組みかえ新規事業で、近年、漁

業者の高齢化に伴う廃業や船舶所有者の放棄

などで増加しております放置船の発生を抑制

するために、船舶所有者への自己責任による

廃船処分及び適正な廃船処理方法の周知など

の啓発活動を行うための経費でございます。 

 次に、90ページの海域漂流・海岸漂着物地

域対策推進事業は、主に熊本地震以降、台

風、大雨等により、海域や海岸に流入する流

木等の回収、処分に要する経費及び河口域に

漂流物対策のフェンスを設置することで、海

域、漁場環境の保全、船舶等の事故防止、ノ

リ養殖施設等の保護を図る経費でございま

す。これまで水産振興課と当課において取り

組んでおりました事業を今年度より一本化し

たものでございます。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

○早田順一委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま 

す。 

 なお、質疑を受けた課は、課名を言って着

座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○前川收委員 たくさん長くあったので、３

つぐらいちょっと質問したいと思いますが、

まず15ページですね。 

 ことしから収入保険制度というのが動き出

します。農家のための収入保険制度でありま

すが、まだ今からが定着させていかなければ

いけないんだろうと思っていますけれども、

従来あった――私が今言っているのは15ペー

ジですね、済みません。その前のページでも

書いてある共済制度ですね。農業共済加入促

進とそれから収入保険が二本立てみたいな形

に今回なってくるんだろうというふうに思っ

ていますけれども、そのすみ分けというんで

すかね。 

 もちろん、収入保険は青色申告をした人た

ちの収入全体をカバーするということはよく

わかっていますけれども、どうやって――農

家から見れば、共済のほうと収入保険と２つ

になって、どっちをどうやっていけばいいの

かというものの整理がちょっと難しいのかな

というふうに思ってますので、その辺のすみ

分けを含めた推進方策について教えていただ

きたいというふうに思います。それが１つで

す。 

 ２つ目は、むらづくり課でありますが、60

ページ。 

 地域ぐるみの鳥獣被害防止対策パワーアッ

プ事業と、それから、その下にくまもとジビ

エ活用支援事業というのが、二本立てで鳥獣

被害対策というものに頑張っていただいてい

るわけでありますけれども――60ページです

ね。 

 多分むらづくり課のほうでは、ネットフェ

ンスというんですかね、電柵であったりと

か、それから鳥獣が、特にイノシシとか鹿が

入ってこれないような防護柵をずっと頑張っ

て張っていっていただいて、まだ全体ではあ

りませんけれども、被害に遭ったところに

は、順次、その柵を張っていくということに

ついて頑張っていただいています。同時に、

このジビエ活用を促進しながら、鳥獣をとっ
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てくださいと、そして、とれた鳥獣の肉をジ

ビエとして活用しましょうと、食べてくださ

いという、その二本立てだと思うんですね。 

 ネットフェンスのほうは、大分皆さんのお

かげで進んできて、かなり、全部じゃもちろ

んありませんが、これも次から次にやらなき

ゃいけないんですね、侵入防止柵というのは

ね。隣の村で侵入防止柵をつくったら、今ま

で来なかった地域に、その村に来てたイノシ

シが隣の村に来ましたと、その次の隣の村が

やったら、またその次の隣の村に来ました

と。際限ないぐらいずっと続けていかなきゃ

いけないということです。 

 それと、もう一つ、もう圧倒的にふえてま

すね、やっぱり柵の外が。外がどっちかわか

りませんが、とにかく守られてないところの

鳥獣のふえ方というのは、私、現場の人と話

をすると、もうとんでもなく今ふえてますよ

という話です。 

 つまり、皆さんが鳥獣被害防止のためのジ

ビエ活用とかいろいろやっていただいていま

すから、それは非常にスタンダードないい発

想でやっていただいているとは思っています

けれども、残念ながら、これ、ことしから始

めるわけでも去年始めたわけでもなくて、何

年か前からずっと頑張ってますし、農家ハン

ターの人たちなんかの普及も頑張って鳥獣を

とっていただきたいという話をやってますけ

れども、なかなかその成果が出てこないとい

うことだと私は思ってます。 

 そこでですけれども、これはむらづくり課

じゃなくて、多分環境生活部の自然保護課か

なんかが握ってるんだろうと思いますが、そ

もそも、例えば、私の菊池には鹿は１匹もい

なかったんです。昔というか、まだ５年ぐら

い前までいなかったかな。１匹もいなかった

鹿がどんどん入ってきている。 

 そういう話をすると、要するに鳥獣被害駆

除という前提で見れば、もともといなかった

ものは、もとどおりゼロにしてもいいですよ

という話なんですね。もちろんできないです

よ。物理的にはできないんだけれども、制度

上はそうだという話ですね。 

 だから、例えば、イノシシにしても、猿に

しても、それから今言いました鹿にしても、

それからカラスなんて、もともとどんだけい

たかわかりませんけれども、カラスなんかも

物すごいですね。 

 そもそも、適正な頭数というんですかね、

どこが基準か私はわかりません。わかりませ

んけれども、昔の余り――時々は被害あって

たけれども、今みたいなとんでもない被害は

なかったよというぐらいのときの適正頭数と

いうのはどのくらいなのかということが仮に

きちっとわかれば、それを調整するためのジ

ビエとは言ってても間に合わないと思います

から、しかも猿とか食べないでしょう、誰

も。カラスも食べないと思いますけれども、

そういうものに向けた一斉行動をやらない

と、多分今のままだったら、もう本当にふえ

続けてくると思います。 

 先日、立田山にイノシシが出たという話が

ありました。これはもっとふえますよ。多分

これは農産品を守るための政策じゃなくて、

人の生活を守るための政策に近い将来変わっ

ていくんじゃないかと思うぐらいにふえてい

く、劇的にふえているというふうに思ってま

すので、これはなかなか答えは難しいんでし

ょうけれども、ぜひお願いしたいのは、適正

頭数ってどのくらいなんですかということ。

いなかったものはゼロにしていいという話は

本当かうそか知りませんが、そういう話を聞

いたことがありますから、どのくらい減らし

ていいんだということ。やられているからと

るじゃなくて、そもそも個体数を減らすとい

うことのために――この間、私、農林水産大

臣に会ったときに言ってきました。１頭５万

円出してくださいと。しかも、これは熊本県

だけでやってもだめだと、広域的なエリアで

やらないと、熊本だけ頑張ってやっても、よ
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その県からまた来るんだから、広域エリアで

やらなきゃいかぬと。 

 つまり、その鳥獣をとることによって利益

を得られるという形ぐらいつくらないと、ボ

ランティアでやれなんて言っても、とてもじ

ゃないけど絶対やらないと。今ハンター、特

にこのライフルをする猟師の方って、もうボ

ランティアというか趣味でやってて、かなり

高齢化してて、これを今からどんどんふやせ

なんていうのは、かなり厳しいですよ。 

 だから、ぜひそういった総合的な政策を―

―個体数をどうやって減らすかはあるけれど

も、減らす目標がないと、どうやって減らす

かは次に来ないと思いますので、そういうこ

とをぜひ考えてください。それが２つ目で

す。 

 それと３つ目は、84ページですけれども、

水産振興課。 

 以前、私がこの委員会にいたときは、ずっ

とクマモト・オイスターの話が出てきてまし

たが、今回、先ほどの説明では、全く一言も

出てませんので、なかなかうまくいかないん

だろうなというふうには思ってますけれど

も、だめならだめでも仕方ないんだけれど

も、どういう経過をたどってどうするのかに

ついて教えていただければと思います。 

 以上です。 

 

○門﨑団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 １点目の農業共済と収入保険のすみ分け

と、どうしていくのかというような御趣旨で

ございましたけれども、先ほど御説明いたし

ましたように、本年１月から収入保険制度が

始まったということに加えまして、これ以外

にも、収入をカバーするということで、野菜

の価格安定制度と類似の制度もございます。

それぞれ対象の品目でございますとか、計算

方法、範囲、掛金等、異なる制度でございま

すので、基本的には、それぞれの農業者の方

が、自分に一番適したセーフティーネットを

選択していただくという形になりますが、そ

もそも農業共済しかないというような、例え

ば、園芸施設の本体でありますとか、そうい

ったものにつきましては、当然、農業共済の

加入を推進していくと。それと、類似制度と

の選択ができます、例えば、野菜の野菜価格

安定制度の対象品目でございますとか、そう

いった部分につきましては、まずは、最前線

でそこを周知していきます農業共済組合が、

それぞれの農業者の方にどれが一番適してい

くのかというようなことを総合的に判断しな

がらすみ分けはさせていただきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

 

○清藤むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 鳥獣被害の対策についての御質問だったと

思います。 

 まず、１点目の適正な生息頭数はどれくら

いかということでございましたが、なかな

か、国の環境省自然保護局でも生息頭数の把

握をしているところでございますけれども、

イノシシについては、生息環境いわゆる子供

をどれぐらい産むかとか、餌がどれぐらいあ

るかということによって、非常にばらつきが

あるといいますか、ふえたり減ったりという

のがなかなかつかみにくいということで、実

態が把握できてないということで、平成28年

には統計指標での推測という形でのみ公表さ

れている状況で、全国で70万から116万、中

央値で大体89万で、九州では大体50万頭ぐら

いじゃないかというのが推測として公表され

ているのみで、委員から御指摘のあった、こ

の地域でどれぐらいが適正なのかというの

は、なかなか把握とそれから公表がされてい

ないというのが現状でございます。 

 それから、２点目の捕獲頭数を一気にふや

すべきじゃないかということでございます。 
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 御指摘のとおり、農業被害は、県内では年

間５億円程度で現在推移していますけれど

も、なかなか減らないという状況にございま

すし、イノシシ、鹿の生息もふえているとい

う御意見もございます。 

 したがいまして、やはり、特に山際といい

ますか、集落に近い部分の鳥獣を一気に捕獲

するというのは、農業被害を軽減する上では

有効だと考えておりますので、そういった捕

獲活動を積極的に取り組む、あわせて、やは

り減ったイノシシがふえないように、餌場の

解消とか、すみにくい環境づくりといった

「えづけＳＴＯＰ！」対策を総合的に進めて

いきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

 

○中原水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 クマモト・オイスターの件、委員を初め皆

さんに大変御心配、御迷惑をかけておりま

す。申しわけないと思っております。 

 今期のクマモト・オイスターの生産数から

出荷状況でございますけれども、４月末の段

階で約12万8,000個養殖をして、そのうち、

生産者と県との間で出荷のサイズにしようと

いう取り決めをした40ミリサイズ以上に達し

たものが、まず２万2,000個ございました。

これは、３月から順次５月末まで販売をした

んですけれども、やはり40～45ミリという小

型サイズのほうの販売がどうしても伸び悩む

ということがありまして、最終的に今期の出

荷というものは6,001個という形にとどまっ

ております。残りました12万個のもの、それ

から出荷に至らなかったものについては、来

年度の出荷に向けて、もう１年飼育をして大

きくするというところで考えているところで

ございます。 

 今後なんですけれども、まずは、できるだ

け大きなサイズを、出荷時期、この１月、２

月、３月から５月までの間にできるようにし

たいということで、１年物について、なるべ

く早く卵をとることによって早く大きくする

――今卵をとる作業をやっております。出荷

まで、今とって来年の３月に間に合わせると

いうものと、それから、もう１年夏を越す、

２年物で出荷するという２パターンございま

すけれども、夏の高水温をなかなか越せない

というところがございましたので、主力は１

年勝負でいきたいというところで、できるだ

け大きなものを引き続きつくりたいというこ

とと、２年物に関して、夏を越す方法につい

て、アイデア、可能性が水研のほうでちょっ

と見えてきておりますので、それをやること

によって、２年物もつくることで、そちらの

ほうもつなげていきたいということ、それか

ら、販売戦略というところもさらにちょっと

進めていきたいというところで頑張っていき

たいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

 

○前川收委員 まず、収入保険のほうは、新

しく制度が始まるわけですから、しっかり農

家の皆さんに適性に応じた形で説明していた

だいて普及してください。 

 共済の話は、今まではほぼ共済とか野菜価

格安定制度でやってきたことは存じてます

が、大体災害のある直前に、加入しとらんだ

ったとか、いつもそういう話が多くて、ぜ

ひ、それぞれの農家の適性に合ったフルカバ

ーができるように――収入保険は基本的には

フルカバーですけどね、これは。どんなやつ

でもいいわけですから、それこそシイタケ生

産でもいいわけですから。後で、去年とこと

しの収入の比較の中で補塡があるということ

ですから、これはぜひ普及してもらわない

と、自然を相手にする、生産性が見えるわけ

ですから、非常に難しいということですか

ら。ただ、そうすると、共済は要らなくなる

のかという話もあるわけですので、そこを上

手にすみ分けしてやってもらえればと思いま
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す。よろしくお願いします。 

 それと、ぜひ、さっきの鳥獣被害の話です

けれども、何頭ぐらい――数えるのは大変で

しょうけれども、守るだけでずっとやってき

ても、多分この後５年とか10年したら、もう

とんでもないことになっているんじゃないか

なというふうに思いますので、これは熊本県

だけではできないかもしれませんが、国のほ

うにも話をしながら抜本策をやらないと減ら

せないと。つまり、これだけふえてしまって

いるのに、黙ってただ入ってくるなという話

で、もちろん、わなはちょこちょこやってら

っしゃるけれども、あれで全部が減るわけで

はないというふうに皆さんももうおわかりに

なっていると思いますので、ぜひ抜本策につ

いて考えてください。 

 それをやるときに、そもそもどのくらいが

適正ですというのがないと、何か無慈悲にた

だ殺したていうふうに言われるわけで、今無

慈悲に我々がやられているわけですから、逆

に。そこをちゃんと政策的に整合できるよう

な形をつくっていただく。これは国でしても

らわなければいけないと思いますが、熊本だ

けじゃないと思いますよ。全国でこの話は出

ていると思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 それから、クマモト・オイスターは、まだ

頑張ってやってらっしゃるわけですね。私

は、これは、結局、県で研究して頑張ってつ

くって、そしてそれを民間の養殖業者にやっ

ぱり普及していくと、県がやる目的はそこだ

と思うんですね。余りにもハードルが高いん

だったら、やっぱりどっかの段階で――西岡

先生がいないから言うわけじゃないですよ。

どっかの段階でやっぱり考えないと、結局、

水産研究センターで成功したって、それが民

間の漁業者にちゃんと普及していけるのかど

うかがポイントでしょう、要は。その水産研

究センターだけでつくったって仕方ない。も

ちろん民間にも頑張ってやっていただいてい

ますけれども、それが熊本の漁業としてちゃ

んと普及していけるのかということが非常に

ポイントだと思っていますので、そこのとこ

ろもしっかり考えて、頑張っていろいろアイ

デアも出して――もう多分10年ぐらいたつん

ですかね、もっとたつのかな。頑張っていら

っしゃいますので、頑張って成果が出るか、

もしくは自然相手の話ですからね、言いたく

ないと思いますけれども、やっぱりなかな

か、このオイスターは適性が、名前は熊本だ

けど、それは随分昔の熊本の話で、今の熊本

には合わないとか、そういうのが結論づけら

れても仕方ないのかなというふうに思ってお

ります。これは私の意見です。答弁要りませ

ん。 

 以上です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○西聖一委員 私も久しぶりに農林水産に戻

ってきたので、またよろしくお願いします。 

 課題が多いので、私も３つ４つに絞り込み

ます。 

 １つは、農研センターにお尋ねいたします

が、農研センターは、技術革新で熊本の農業

を引っ張ってくる中心的存在ですけれども、

新品種ですね。これまでも幾つもつくってき

ましたけれども、これから新品種をどうやっ

てつくっていくのかなというのを尋ねたいん

です。 

 といいますのは、もう今、球磨農研であっ

たり、天草農研であったり、縮小、どんどん

どんどん人を置かずにやってきて、集約化と

いう言い方は聞こえはいいんですけれども、

どうも農研センターの守備範囲が狭くなって

きているのと、それから、その原因は、研究

員がまずいないということとあわせて、研究

補助員、いわゆる現業の研究職職員もなかな

か採用が厳しい中で、研究を支える人材がい

ないという現状はよくわかっているんですけ
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れども、そこをどうこれから対応していくの

かを、ぜひともセンター長にお尋ねしたい。 

 その技術革新ができなければ、どんどん縮

小して負のスパイラルになって、結局、それ

は民間に任せてしまうということであれば、

公的研究機関はもう熊本県は要らないという

ことにもなりかねないので、やっぱりここは

しっかり農林水産部長に頑張っていただい

て、農業、林業、水産業、それぞれ研究セン

ターがあるわけですから、そこをしっかり維

持していくという考えを持っていただければ

と思っています。 

 それから、２点目は、外国人就労の話で

す。 

 これは、この県の計画に基づいて農政を進

めてもらっていますけれども、この冊子には

外国人の話ってないんですよね。ここ２～３

年、急に国からテーマが出されたから対応し

ていくというのが現実だと思うんですけれど

も、今回も窓口とかいろいろ設けてやります

よという話ですけれども、実際のところ、農

家、それから農協、団体がどれくらい外国人

を必要としているかという調査なんかはでき

てないんじゃないかなと思うんですけれど

も、もしやられているなら教えていただきた

いし、本当にやる以上であれば、ニーズがど

こら辺にあるのかなということと、あと、パ

イロット地区でやられるという話も載ってま

したが、５つの農協を選定するのかなと思い

ますが、農協外の人も、結構畜産農家もいら

っしゃるので、そういう人たちもちゃんと対

応できるのかというのをお尋ねします。 

 あと、もう１点が、就農者で青年就農支援

資金。新規参入をどんどんやって、熊本県は

トップクラスですばらしい成果を上げていま

すが、先ほど700人近く入れているというこ

とでしたが、逆にリタイアした人もいると思

うんですけれども、何人ぐらいになっている

のかなと。このリタイアした人は、その青年

就農支援資金を回収しなければならないとい

う議論もあると思うんですけれども、そこら

辺の見通しというか作業状況を教えてくださ

い。 

 最後に、これはちょっと大き過ぎてあれで

すけれども、ＴＰＰ対策で、県内の農林、畜

水産の打撃を一回試算しましたけれども、さ

らに、ＴＰＰ11、また、日・ＥＵ・ＥＰＡで

あったり、日欧ＥＰＡであったり、いろいろ

する中で、その試算は、また変動する可能性

があるのかないのか。国の指示がなければ、

もうしたくはないというのはわかるんですけ

れども、相当な打撃がまた出るんじゃないか

なと個人的には思っているんですけれども、

そこら辺について、どういう考えをお持ち

か、お尋ねしたいと思います。 

 

○川口農業研究センター所長 農業研究セン

ターでございます。 

 今までの新品種の話なんですけれども、今

育成者権が残ってますのが25ございます。ほ

かに２つ、品種登録の出願をしております、

現在。 

 一番古いもので、平成８年の「森のくまさ

ん」が、大体令和２年に育成者権が切れるよ

うな形が出てきます。米につきましては、そ

の後、「くまさんの力」でありますとか、「く

まさんの輝き」でありますとか、その時代時

代に合いました、天候にも左右されない、あ

るいは良食味の品種をつくってまいっており

ます。この品種につきましても、次世代の品

種をつくっていくということで、今現在、品

種育成に取り組んでいるところでございま

す。 

 一番多いのは、やっぱりミカンなんですけ

れども、ミカンにつきましては、27年９月

に、「ＥＣ11」の品種登録をしておりますけ

れども、これにつきましては、中晩かんの

「ＥＣ12」というのが、29年３月に品種登録

の出願をやっております。その後、イチゴに

つきましても、「ひのしずく」から「ゆうべ
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に」という形でつくっています。 

 この米の話、それとかんきつ、それとイチ

ゴにつきましては、今後とも品種開発をやっ

ぱりやっていかないといけないというふうに

考えています。その準備を今現在、研究員の

ほうが進めております。 

 委員のほうからございましたとおり、これ

研究員だけでできる話じゃございません。現

場を支える現業職の方々、今86人の方がいら

っしゃるわけなんですけれども、この方たち

の力があって初めてできるような形になりま

す。 

 御心配いただいておりますけれども、来年

度から５名、職種としましては、新たな行政

職という形で採用を今かけるような形になっ

ております。これと、ほかに、現在86名の現

業職の方の中でも11名が、その新しい行政職

のほうに職種転換をするという形で、今研修

を受けているような状況です。 

 農研センターといたしましては、この現業

職といいますか、新しい職種の方がいらっし

ゃらないと、試験研究はうまく立ち行きませ

ん。できるだけ新しい職種への転換あるいは

採用のほうを計画的にということで、研究

員、それと現場が一緒になってやっぱり試験

研究のほうを進めていきたいというふうに考

えております。 

 

○下田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 農業分野におきます外国人材の受け入れに

つきまして、西委員からありましたように、

前回県の計画をつくった際には、もとになる

データ等もございませんでした。そういうこ

ともありまして、今回、農業外国人材の受け

入れを進めるに当たって、平成30年度に実態

調査をすべきであるということで、現場の受

け入れニーズがどのくらいあるのかというこ

とを調査いたしました。 

 その結果としまして、いわゆる生産現場の

農家が希望している数といたしまして647

名、農協等の選果場におけるニーズとしまし

て336名、合わせて983名のニーズがあるとい

うことが判明したところでございます。 

 このように、大きなニーズがあるというこ

ともございましたので、県としても、早急に

受け入れ体制をつくっていくという考え方

で、今回の事業も立ち上げているところでご

ざいます。 

 実際の農家のニーズにつきましては、現時

点で、私どもも４月以降いろんな地域を回っ

ておりますが、まずは、技能実習生で来られ

た経験のある方で、地域に溶け込んだ方、そ

れから、非常に前向きに取り組んでくれる、

技能実習生の中でも信頼できるような人材、

こういった方に新しい在留資格で来てほしい

というお話が強うございます。 

 まずは、そういった方々の受け入れをしま

して、その中で新しい外国人材の受け入れ体

制をしっかりとつくっていくということで、

農協中央会、それから、今まで外国人技能実

習生を受け入れてきました農協も含めて、一

緒に体制づくりを今進めているところでござ

います。 

 それから、農協外の方への対応につきまし

ては、私どもも課題として思っております。

今、まず初めて受け入れる形になりますの

で、農業団体とともにしっかりとした体制で

熊本で受け入れる、そして、来られた方に満

足していただくという体制づくりをまずしっ

かりやりたいということで、熊本はいいなと

いうことの評価を得られるようにしたいと思

っています。 

 その上で、その幅を広げる、対象者を広げ

るという形で、農協以外の方々についても、

その受け入れる幅を広げていきたいというこ

とで、今後、県内の各地域において、この制

度の、農業者も対象にした説明会をやってい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 委員からの御質問は、農業次世代人材投資

事業、旧青年給付金のことだと思いますけれ

ども、途中でやめる方というのは実際いらっ

しゃいますが、済みません、この場ではちょ

っと数字をつかんでおりませんので、はっき

りした数字がわかり次第、御報告を申し上げ

たいと思います。 

 また、ちょっと状況につきまして御報告さ

せていただきますと、先ほども申しましたけ

れども、昨年度、全体で900人ほどの給付者

がございます。研修される準備型が100名、

それから経営開始型が800人ということにな

っておりますが、特に準備型につきまして

は、準備型の交付を受けた1.5倍の就農をし

なきゃいけないということでございますけれ

ども、どちらかといいますと、まずは就農で

きなくて給付金を返される人が多いというよ

うな状況にございます。 

 一方、経営開始型につきましては、最大５

年間の給付ということになりますけれども、

５年間就農すればいいというような条件にな

っておりますが、これにつきましては、もう

撤廃されておりますけれども、以前は、経営

移譲しなければいけないというようなことだ

ったり、農地を取得しなきゃいけないという

ようなことがございまして、そういう条件が

クリアできずに給付金を返納されるという方

がいらっしゃっております。 

 回収につきましては、現在のところ、きち

っと回収しておりまして、未納になっている

という部分は聞いておりません。 

 以上でございます。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 委員から、経済連携協定の発効に伴う本県

の農林水産物への影響試算についての御質問

でございました。 

 委員御指摘のように、本県は独自に、ＴＰ

Ｐ11、そして、日・ＥＵ・ＥＰＡの発効に伴

う本県農業への影響試算を過年度行っている

ところでございます。 

 また、日米貿易協定につきましては、こち

らの新聞報道等の情報を出ませんが、閣僚級

交渉が行われているとの状況だというふうに

把握しておりますが、その内容についてはま

だ明らかになっていない状況だというふうに

認識しております。 

 影響試算につきましては、現時点で再計算

するというような考えはございませんが、ど

ちらにいたしましても、ＴＰＰ11や日・Ｅ

Ｕ・ＥＰＡの今後の影響や日米貿易協定の交

渉の状況を、県としては、まずは見守りつつ

考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○西聖一委員 試算については、これからま

た来年以降の新しい計画をつくる段階で当然

しなければならないと思いますので、ここで

はもう申し上げません。 

 それから、青年就農者のリタイア数がなか

なか出てこないということで、去年からずっ

と聞いているんですけれども、なかなか出な

いというのは何かなと思って。それは後で教

えてください。ただ、回収をされているとい

うことがわかっているということは、数は把

握しているんだろうなと思うんですけれど

も、ちょっとそこをまた後で個別に教えてく

ださい。 

 それから、外国人の話は、前向きにＪＡ以

外の人も対処をしてくれるので、非常にいい

かなと思うんですけれども、心配しているの

は、農協とかちゃんとしているところは、今

度検査に来るらしいんですよね。以前よりも

厳しく、受け入れ状況を検査機関のほうか

ら。 
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 例えば、タコ部屋みたいなところになる

と、それでもうアウトになるという話で、今

まで受け入れた農家も非常に危惧していると

いう話も聞きますし、農家数は600名あると

言いましたけれども、八代だけでも600名と

聞いているから、もうちょっとニーズとかあ

るんじゃないかなという気はするんですけれ

ども、いずれにしろ、多くの農家の方が期待

しているというのはあるので、しっかり対応

していただければと思います。 

 それから、農研センターのほうは、米とイ

チゴとかんきつを重点的にということで、そ

れで私もいいと思いますけれども。 

あと、聞き損なったんですけれども、矢部

試験地ですね。あれの利活用は何かちょっと

宙に浮いているように聞いたんですけれど

も、どがんなったかなと思って、そこだけ

を。 

 

○川口農業研究センター所長 農業研究セン

ターでございます。 

 先日の新聞だったと思いますけれども、山

都町の有機農業研究会のほうで実験圃場をや

っていると新聞記事があったと思います。山

都町のほうと委託契約を結びまして、あそこ

の圃場につきましては、山都町が有機農業研

究会のほうを採択をしまして活用していただ

くという形になっております。 

 

○西聖一委員 了解しました。結構です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。

さっきの続きですか。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 済みません。数字はわかっておりました。 

 平成24年からスタートしていますけれど

も、29年の４月までの状況でございますが、

そのうち1,556人の新規就農者がございまし

て、離農者は55人、3.5％というのが離農の

状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩本浩治委員 済みません。21ページでご

ざいます。 

 地産地消の推進ということで、私、ずっと

考えよったら、潮谷義子さんのときから、こ

の地産地消推進と言われておりまして、私が

福祉事業をやっておる関係で、１日何百食と

いう給食つくるんですね。強引に言われよっ

た、地産地消使えと。そして、これを見まし

たら、県民アンケート、30年で89％。ただ、

地産地消行動に結びつくのが、やっぱり半分

しかいない。まして学校は、小中学校――県

立高校はないでしょうけれども、小中学校が

何で地産地消を使わないのか、どこにそうい

う問題が発生しているのか。もう随分なるわ

けですよね、条例ができて。 

 それと同時に、今はやっているのが、高齢

者家族等に対する宅配業者が非常にふえてま

す。こういう宅配業者、そして、以前はやり

ました生活協同組合の食材配、こういう部分

の関連とかどういうふうになっているのかな

と。やはり県条例で地産地消条例ができてお

るわけですから、こういう部分は、やっぱり

市町村、学校には大いに進めていかなければ

ならないのではないかなというのが１点でご

ざいます。 

 もう１点は、これは44ページです。 

 阿蘇も、親元就農や新規参入というのは多

いんですが、やめられる方も多いわけなんで

すね。 

 今回、新規就農スタートアップ支援力強化

事業というのが新規でできておりまして、こ

れが、初期投資といいますと、農機具、機械

とか、そういうものとか、どういうものを指

しているのか。従前でしたら、150万の中で
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そういうのをせなならぬかったと。ビニール

ハウスとかも、せなならぬかったということ

ですから、今回からこういうのができればす

ばらしいなというのを思うわけです。 

 それと、もう一つは、阿蘇も先週集積がで

きまして、阿蘇でも大きなものができまし

た。普通は、高齢者の農業をされている60以

上の方々が大体役員になるんですが、せんだ

ってのところは60以下の方々が役員になりま

して、自分たちの力を出していきたいという

ことで出たんですね。 

 そこで、私考えました。農業をされている

方々の所得は、大体皆さん方、どのくらいで

平均、年間見られているのかなというのをち

ょっとお聞きしたいなと思いました。 

 それと、これちょっと話がずれるんじゃな

いかと思いますが、62ページ。 

 世界農業遺産推進で、最近よく言われてお

りますのが、世界農業遺産にするけれども、

阿蘇を見てみらんなと、太陽光でぴかぴか光

ってばかりおると。これが、世界農業遺産、

あの原野の中にもあるばいたという話もあり

ますし、極端に言いますと、風力発電、企業

局がやっておりました風力発電も、これは農

業遺産とマッチしないんじゃないかという話

も入ってきますしね。こういう部分は連携し

てどうなっているのかなというふうに感じた

次第です。 

 それと、外国人利用者、ＥＰＡについてち

ょっとお聞きしたいんですが、西岡先生と井

手先生と一緒に入管局に行きまして、水産の

部門の中で、ノリ養殖者には、ＥＰＡとかそ

ういうのはだめだと、まだ国は農林水産の中

に入れてないということでした。ノリ養殖が

終わったら、自分ところの田畑を耕すと、だ

けどこれは一緒じゃないかということで話が

あったんですが、今もまだそういう状況なん

でしょうか。やはり連携しないからいけない

ということでなんですけれども、どうもそれ

が僕はわからなくてですね。今現状どうなっ

ているのかも教えていただければと思いま

す。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員長 ５点だったと思います。 

 

○井上流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 まず、第１点目の地産地消、特に学校給食

での地産地消の取り組みということですが、

委員御指摘のとおり、全体で、熊本県として

は、今一番新しい数字で49％ほどになってい

るということです。ただ、数値は全国一律で

出てまして、それは26％とかいう数字なの

で、熊本県としては非常に高いほうだという

ことは言えると思います。 

 ただ、御指摘のとおり、49％しかないとい

うようなお話については、やはり学校側と一

生懸命どうしたらいいものか実態を調査いた

しました。 

 わかってきたことは、やはりコストの問題

になります。１食当たりのコストに制限がご

ざいますので、その制限に見合う野菜、それ

から肉、そういうものを、食材を提供するの

に当たりまして、非常にやっぱり地元からだ

けで購入すると高くなってしまうという傾向

もございましたが、今回事業を取り組んでお

りまして、そういうものに農協並びに地産地

消を推進するための拠点施設である物産館、

こういうところと一緒になりまして、例え

ば、加工いたしますので、少し曲がったキュ

ウリであるとかというものを使いまして、コ

ストを抑えることによって地産地消はより進

むのではないだろうかというような取り組み

を今一生懸命進めているところでございま

す。これにつきましては、一定の成果が出て

いるかと思います。 

 もう１点、先ほど申されました、いわゆる

給食といいますか、高齢者向けの宅配である

とかのケータリングの話ですね。 
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 ケータリング業者につきましても、実は最

近非常にケータリング業界が伸びておること

は我々も承知しておりますので、実態どうな

っているかということで、大手のケータリン

グ業者あたりとお話をさせていただいており

ます。ここも、最終的には、やはりコストの

問題だということがございますが、こちらに

つきましては、流通ルートをもう少し整理す

れば、県内の農産物を使っていただけるとい

うような部分もございますので、ここについ

ては、新たに今後業者と話をしながら、一歩

一歩進めてみたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上です。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 新規就農スタートアップ支援力強化事業に

ついてでございますけれども、まず、昨年度

の新規就農者502名になりまして、地震前の

状況に回復したということでございますが、

まだまだ伸ばしていかなきゃいけないという

ようなことでございます。 

 就農相談等に来られる方々が、年間約600

名ございまして、そのうちの約120名が、や

っぱり就農したくても、初期投資の問題だっ

たり、土地の問題だったりということで、就

農されないというような状況にございまし

た。 

 そこで、今年度、その新規就農者の方々に

対しまして、初期投資の分ということで、特

に県内で希望者の多い施設ハウスの導入への

補助が１つでございます。もう一つは、先ほ

ど言いました農地取得につきまして補助をす

ると。この二本立てで新規就農者を支援して

いこうというようなことで事業を組み立てて

ございます。 

 以上でございます。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農業所得に関する御質問でございました。 

 平成29年のデータでございますが、本県の

生産農業所得、トータルでございますが、 

1,296億円ということで、全国６位の値でご

ざいます。農家当たりにいたしますと、主業

農家で平成28年は650万円ということで、近

年増加傾向にあるという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○清藤むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 阿蘇の世界農業遺産は、阿蘇の雄大な草原

と、それからその野草堆肥とあるいは農業と

の連携を生産システムとして世界農業遺産と

して認定を受けたものでございます。したが

いまして、阿蘇の雄大な草原を維持、再生し

ていくのは、世界農業遺産にとって非常に重

要なことであると認識しております。 

 委員から御指摘のあったとおり、太陽光発

電等が景観を阻害しているというようなこと

が一方で言われているのも事実でございま

す。 

 太陽光発電については、国を挙げて再生可

能エネルギーの導入促進という流れの中で、

固定価格買い取り制度等の導入によって一気

に進んだ背景もございます。 

 世界農業遺産を推進あるいは草原を守る我

々としては、関係部局と連携して、できるだ

けそういった草原あるいは景観を損なわない

ような取り組みをやっていく必要があるかと

いうふうに認識しているところでございま

す。 

 

○中原水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 委員の御質問は、外国人の人材の受け入れ

ということでよろしいですか。 

 

○岩本浩治委員 はい。 
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○中原水産振興課長 現在、漁業におきまし

て、外国人の技能実習についての職種にノリ

養殖が含まれておりません。これは変わって

おりません。かなり限定的で、魚類養殖も含

まれていないという状況に変わりはないとい

う状況でございます。 

 ノリ養殖に関しましては、委員の御指摘が

ありましたように、冬場の半年間の操業とい

うことで、残りの半年間をどうするのかとい

うところがネックになっているというところ

で、ことし５月に政策提案をしに水産庁に私

ども参りました。そのときに、水産庁のほう

の方ともお話をしたんですが、水産庁のほう

からのアドバイスとして、漁業というくくり

にならざるを得ないということで、ノリ養殖

単独ではなくて、例えば、藻類というくくり

で、ほかの海藻とセットでやるとかというよ

うなことも考えたらどうかというアドバイス

をいただいているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員 十分わかりました。 

 同じ水産業の中で、何でノリだけが外国人

技能実習生を入れられないのかなと、それが

ありまして、だから、ノリが一時的なもの

で、あとは、陸に上がって自分ところの野菜

つくったり、ノリですので、海べたの果樹つ

くったりするわけですので、一貫性でいいん

じゃないかなと思ったり、例えば、特定技能

者の場合は、３年以上たったらどこでも移動

できるんですよね、同じ業種であれば。そう

いうのから考えればなというふうにちょっと

思ってたものですから。 

 はい、ありがとうございました。 

 それと、農家の所得が28年度650万と。650

万あって、何でみんな農業を離れていくのか

なというちょっと素朴な疑問があったわけで

す。平均の所得者は430万というんですか。

農業所得者が650万あるなら、何で離農して

いくのかなというちょっと疑問がありました

ものですから、ちょっとそこもお聞きしたい

なという感じでございます。 

 あとは、地産地消、やっぱりコストの面だ

と思うんですが、先ほど言われたように、曲

がったキュウリでもやはり調理するわけです

から、そんなに熊本の地産地消は高いのかな

とか、そういうことを考えたし、流通の見直

しをすれば、また違ってくるんじゃないかな

というふうな感じがしました。 

 地産地消条例もできてもう大分なるわけで

すし、あと、昨年ですか、県産酒で乾杯条例

もできまして、その条例を熊本県でつくって

あるのであれば、やっぱり大いにしていかな

ければならないと、僕は思うわけでございま

す。 

 大変勉強になりました。ありがとうござい

ました。 

 

○早田順一委員長 よろしいですか。ほかに

ありませんか。 

 

○西村尚武委員 西村でございます。 

 ３点ほど質問させていただきます。 

 まず、１点目は、51ページの農業生産基盤

整備事業費でございますが、これは天草に限

られたことかもしれませんが、私が聞くとこ

ろでは、なかなか業者の選定に苦労しておら

れると。その現状と要因ですね。 

 それとあと、事業内容の５番目に、担い手

の育成、確保というのがありますが、この辺

も今まで整備事業があったところでなかなか

苦労をしていると。これはどのように具体的

に考えておられるのかと、これが１点。 

２点目は、86ページの水産環境整備事業で

すか、築いそ事業につながるんですかね。 

 その中で、天草地区で、過去30年前、それ

以前ぐらいから、盛んに大型のコンクリート

ブロックを漁礁として投入しておられた。そ

れが、最近聞くところでは、もう全てが埋没
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しているんじゃないかという話もあります

し、その辺が調査されているのか。また、事

業内容の３番の天草西の藻場造成、これは具

体的にどういうものなのかというのをお教え

いただきたい。 

 それと、３点目は、これはもう前川先生か

ら御質問をいただきました。私も西岡先生の

後を出とるもんですから、どうしてもクマモ

ト・オイスターの件は、きょうは質問したい

なと思ってまいりました。 

 そういう中で、先ほども答弁をいただい

て、やはり私の中で、単純に、これは本当に

事業化できるのかと、民間レベルで経営につ

ながるのかというのをちょっと思ったもので

すから。これは答弁は要りません。その辺は

しっかりお願いしたいなと、これは私の意見

として捉えてください。 

 以上、３点でございます。 

 

○渡辺農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 １点目は業者の確保の質問かというふうに

考えておりますけれども、熊本地震発生後、

県内で、かなり不調、不落等が発生している

ところでございます。 

 また、あわせて、農業農村整備事業につき

ましては、業者のほうから、なかなかうもう

けが出ないという話があるということも聞い

ているところでございます。一方で、やり方

によっては、そういうこともないというふう

な意見もあるということも承知しているとこ

ろでございます。 

 そこで、先日、農業農村整備を主に施工さ

れている業者の関係団体と我々県の執行部の

ほうで意見交換を実施したところでございま

す。 

 その中では、やはり施工に対する条件でご

ざいますとか、あるいは現場の条件でありま

すとか、そういったものと積算に少し乖離が

あるのではないかというような意見もあった

ところでございます。 

 県としましては、そういう意見があるのも

十分踏まえまして、現地の調査等を行いまし

て、業者の意見が取り入れられるものについ

ては反映させるように、中身を吟味しながら

進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 今回の意見交換が第１回目のスタートでご

ざいますので、引き続き意見交換を行いなが

ら、施工業者の確保等に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

 ２点目が、担い手の確保かというふうに思

います。 

 農業農村整備事業を始めるに当たりまして

は、当然、工事もそうでございますけれど

も、地域の農業をいかにして担っていただく

人を確保するかという観点についても、事業

採択の前からお話し合いをしていただいてい

るという状況でございます。 

 例えば、高齢者の方々が、農業をリタイア

されるということでございますならば、若い

世代の方あるいはかわりに農業をしていただ

く方に農地を集約していくというようなこと

も話し合いながら進めているところでござい

ます。 

 天草地域におかれましては、湯貫新田地区

という農地中間管理機構関連農地整備事業と

いうのが本年度からスタートするということ

になっております。この事業においては、中

間管理機構が借り受けている農地について、

農業者の申請あるいは同意、費用負担なしで

ということで事業が実施できるというふうに

なっておるところでございます。 

 今回の湯貫新田地区におかれましては、ベ

ビーリーフやトマト等を栽培される企業等も

参入されるということで、全ての農地につい

て、農地中間管理権を設定してやるというこ

とで、非常に県内のモデル的な地区になるの

ではないかというふうに考えているところで

ございます。こういうモデル地区を通じて県
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内に担い手を確保していきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 まず、１点目のコンクリートを使った漁礁

としての利用の現状についてのお話でござい

ますが、地元漁協のほうから、過去設置した

コンクリート漁礁の今の現状はどうなってい

るのかというお問い合わせの声が上がってい

ることについては、承知しておりますけれど

も、現在、その調査については実施しており

ませんので、内容については把握してないと

いうのが現状の答えでございます。 

 ２点目の今年度の藻場造成の内容について

でございますけれども、天草西地区の水産環

境整備事業につきましては、平成24年度から

来年度にかけまして事業を実施するというこ

とで、対象地域を天草市から苓北町にかけ

て、主に投石、先ほど説明申しましたが、投

石や藻場礁の設置による藻場造成を取り組ん

でいるところでございます。 

 今年度につきましては、天草市の五和町を

対象としたところで藻場造成を約８ヘクター

ル、投石による藻場造成ということで実施を

予定しているというところでございます。 

 以上でございます。 

 

○西村尚武委員 基盤整備の件ですね。 

 これは、私も実際金額の問題を聞いとっ

て、なかなかもう難しいと。そういう部分で

は、今お話がありましたように、積算の仕方

が違うのか、また、熊本と天草の場合は、逆

に石とかが多くて、余計やっぱり手間暇かか

るという部分もございますので、その辺もよ

く話し合っていただいて、御配慮をいただき

たいと思っております。湯貫地区の場合は、

企業が参入したいと――私たちも今期待して

いるところでございます。 

 次に、漁礁の件ですね。 

 これは、私も漁協のほうからちょっと聞い

ておりまして、ただ、やっぱり調査にもお金

がかかるのかなと思うとります。ただ、育て

る漁業と言われて久しくありますが、その辺

では、魚をとるというのもあるんですが、な

かなか、それが販売高、金額にいかにつなが

るのかという部分も一つの大きな課題かと思

っております。 

 ちょっと課題からそれましたが、その辺も

含めて、やはり、今五和というのは、天草で

もイルカセンターができたりとか、注目を浴

びているところです。これはぜひ成功させて

いただきたいなと思うとります。よろしくお

願いいたします。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

   (｢委員長」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 ちょっといいですか。 

 今これは主要事業の説明でございまして、

後ほど６月の補正の審議をいたしますので、

できれば、そのときに一緒に構いませんの

で、そのときにかえさせてもらってよろしい

ですか。補正のときに質問していただいて―

―委員の皆様、よろしいですか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 済みません。 

 それから、執行部の皆様方にお伝えします

けれども、答弁のほうは簡潔にお願いしたい

と思います。 

 では、ちょっと時間ももう２時間ぐらいた

ちますので、ここで、一旦５分ぐらい休憩を

させていただきたいと思います。開始を11時

57分にしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  午前11時54分休憩 

  ―――――――――――――――――― 

  午前11時58分開議 

○早田順一委員長 休憩前に引き続き会議を

再開します。 
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 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審議を行います。 

 議案等については、執行部の説明を求めた

後に、一括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、関係課長から順次説明をお願い

します。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 資料は、６月補正関係及び条例等関係とい

うことでございまして、１ページをお願いい

たします。 

 令和元年度６月補正予算総括表でございま

す。 

 補正額(B)の欄の一番下、合計の欄でござ

います。 

 農林水産部全体の補正額は、36億3,100万

円余の増額補正で、補正後の総額は、743億

3,700万円余となっております。 

 補正予算の詳細につきましては、各課から

御説明申し上げます。 

 資料の説明欄に四角囲みで「強靱化」と書

かれているものが出てまいりますが、これは

防災・減災、国土強靱化のための３カ年緊急

対策として実施するものでございます。 

 また、国土強靱化とあわせまして、括弧で

財源更正または内容更正と記載されているも

のもございますが、これは、当初予算では通

常の事業として計上しておりましたものを、

今回の６月補正によって、３カ年緊急対策に

係る事業として財源の内訳や内容を変更する

ものでございます。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○井上流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課です。 

 ２ページ目のグローバル産地づくり推進事

業費は、農林漁業者で組織する団体等へ産地

計画の策定、相手国の求める生産・加工体制

を構築する取り組み等を支援するものです。

国の新規事業でありまして、事業要望のあっ

た団体等へ助成を行うための補正でございま

す。 

 流通アグリビジネス課は以上です。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 上段の農作物対策費の国庫支出金返納金で

すが、これは、環境保全型農業直接支払交付

金の事業費確定に伴う過年度分の返納でござ

います。 

 下段の農業研究センター費は、畜産研究所

で整備します搾乳ロボットや牛乳分析装置の

メンテナンス、また、４ページの事務機器等

賃借による債務負担行為の変更でございま

す。 

 農業技術課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○下田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 ５ページをお願いいたします。 

 農作物対策費の農業気象対策事業費につき

ましては、説明欄の農業用ハウス強靱化緊急

対策事業の増額をお願いしております。 

 先ほどの主要事業の報告でも申し上げた事

業でありますが、老朽化等により十分な耐候

性がない農業用ハウスの補強等に対して助成

し、長寿命化を図るもので、今後この取り組

みをさらに拡大していくため、今回増額補正

をお願いしております。 

 その下段、野菜振興対策費につきまして

は、説明欄の畑作構造転換事業としまして、

国の30年度補正予算を活用し、種バレイショ

における省力化や生産性向上に資する機械導

入に対して助成を行うものでございます。 
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 農産園芸課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○福島農村計画課長 農村計画課です。 

 ６ページをお願いします。 

 ２段目の国営土地改良事業直轄負担金と５

段目の海岸保全直轄事業負担金は、各国営事

業地区の負担金を計上しております。３カ年

緊急対策として実施することから、財源更正

を行うものです。 

 ３段目の県営土地改良調査計画費は、県営

事業の要望地区に対しまして、事業計画等を

行うもので、増額補正を行うものでございま

す。 

 農村計画課は以上でございます。よろしく

お願いします。 

 

○渡辺農地整備課長 農地整備課です。 

 ７ページをお願いいたします。 

 単県農業農村整備事業費でございます。 

 説明欄の八代海岸地区において、３カ年緊

急対策として実施することから、財源更正を

行うものでございます。 

 次に、農業生産基盤整備事業費でございま

す。 

 圃場整備や用排水路等の整備に要する経費

で、松の木堰地区ほか17地区で実施する予定

です。国庫内示増に伴い、増額補正するもの

です。国土強靱化関連予算が一部含まれてい

ます。 

 次に、農地防災事業費です。 

 排水機場、ため池等の整備に要する経費

で、金剛地区ほか９地区で実施する予定で

す。国庫内示増に伴い、増額補正するもので

ございます。国土強靱化関連予算が一部含ま

れています。 

 農地整備課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○清藤むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 ８ページをお願いします。 

 ２段目の県営中山間地域総合整備事業費に

ついては、中山間地域における農業生産基盤

と生活環境基盤の総合的な整備に要する経費

として、国庫補助金の内示増に伴い、京の島

地区ほか６地区分について増額補正をお願い

するものです。 

 むらづくり課は以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 林道費の単県林道事業費でございます。 

 右の説明欄にありますように、山都町の林

道菊池人吉線について、災害の拡大を防止す

ることを目的として復旧を図るものです。当

該箇所が強靱化対策の事業対象となったこと

から、今回補正をお願いするものでございま

す。 

 林業振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○大岩森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 10ページをお願いします。 

 説明欄１、治山事業及び２、治山激甚災害

対策特別緊急事業につきましては、３カ年緊

急対策として実施することから財源更正を行

うものです。 

 森林保全課は以上です。御審議よろしくお

願いします。 

 

○中原水産振興課長 水産振興課です。 

 11ページをお願いいたします。 

 漁業調整費ですけれども、漁場の位置情報

を把握するためのＧＰＳ受信機の賃借に関

し、債務負担行為の変更をお願いするもので

す。 
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 水産振興課は以上です。御審議よろしくお

願いいたします。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 12ページをお願いします。 

 上段の水産環境整備事業費につきまして

は、水産資源の回復を図る当該事業の予算が

拡充されたことに伴い、国庫内示増による増

額を今回お願いするものでございます。 

 中段の水産流通基盤整備事業費におきまし

ては、県内唯一の第３種漁港であり、流通拠

点となる牛深漁港につきまして、国土強靱化

対策の対象漁港となっておりまして、当初予

算が編成されておりませんのは、平成30年度

の国の２次補正に伴う前倒しによるものでご

ざいます。 

 今年度におきまして、本事業への予算配分

があり、牛深漁港の岸壁耐震化を推進するた

めに、今回補正予算をお願いするものです。 

 最下段の漁港施設機能強化事業費につきま

しても、国から国庫内示増による予算配分が

あり、増額補正をお願いするもので、天草市

にあります二江漁港の岸壁耐震化の整備を予

定しております。 

 13ページをお願いします。 

 上段の漁港関係港整備事業費でございま

す。 

 右の説明欄にあります水産物供給基盤機能

保全事業費につきましても、国庫内示増によ

る増額をお願いするもので、天草市の牛深漁

港及び宮田漁港での整備を予定しておりま

す。 

 中段の漁村再生整備事業費につきまして

は、右側説明欄にありますとおり、漁業の生

産基盤及び漁村の生活環境の整備を推進する

ことにより、漁村の再生を支援するために要

する経費でございますが、当該事業予算の拡

充に伴い、今回増額補正をお願いするもの

で、熊本市にあります塩屋漁港の集落道整備

を予定しております。 

 最下段の単県漁港改良事業費です。 

 １の単県漁港改良事業費と２の単県漁港漁

場施設補修事業費は、国庫補助対象事業の対

象とならない小規模で局部的な整備や補修を

行う経費でございますが、漁港防災の対象と

なり得る行為については、３カ年の緊急対策

として実施することから、今回増額補正及び

地方債の内容更正を行うものでございます。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いします。 

 

○早田順一委員長 報告議案を。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 14ページからは、12月及び２月の定例会で

御承認いただきました30年度一般会計繰越明

許費の総括表でございます。 

 件数及び繰越額の一番下の合計の欄をごら

んください。 

 農林水産部全体で580件、347億4,000万円

余の繰り越しとなっております。 

 繰越明許費の主な理由といたしまして、３

つに整理しております。 

 計画に関する諸条件は、各種協議や計画内

容に係る地元との調整に不測の日数を要した

ものや国の補正予算に基づくもので、交付決

定が年度末となり、工期の確保ができなかっ

たものなどで、金額で全体の約６割を占める

ものでございます。 

 資材等の入手難は、資材や労務者の不足に

関するもので、金額で全体の約３割となりま

す。 

 その他は、用地や補償の交渉に不測の日数

を要したものなど、全体の約１割となってお

ります。 

 明許費の詳細につきましては、15ページか

ら33ページまで記載しておりますが、以上の

私からの一括の説明とさせていただきます。 
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 続きまして、事故繰越でございます。 

 34ページをごらんください。 

 件数及び繰越額の一番下の合計の欄、農林

水産部全体で116件、57億6,500万円余の繰り

越しとなっております。 

 熊本地震の影響によりまして、施工業者に

おいて、人員や資材の確保ができなかったこ

とが、事故繰越をせざるを得なかった主な理

由となっております。 

 詳細につきましては、各課から御説明させ

ていただくということでよろしゅうございま

すでしょうか。 

 

○早田順一委員長 はい。 

 

○渡邉農林水産政策課長 では、農林水産政

策課につきましては、以上でございます。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 35ページをお願いいたします。 

 農業研究センター施設改修事業費では、草

地畜産研究所の事務所施設改修において、ま

た、次の次世代農業ローカルイノベーション

創出事業費では、畜産研究所の搾乳施設整備

ほか３カ所において繰り越しておりますが、

これは、熊本地震により、施工業者において

建築資材の入手や管理技術者等の確保ができ

ず、工事施工が困難となり繰り越したもので

す。繰り越した整備工事につきましては、い

ずれも年度内完成を予定しております。 

 農業技術課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○下田農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 36ページをお願いいたします。 

 産地パワーアップ事業費でございます。 

 これは、国の平成29年度補正予算を活用し

て、産地での集出荷施設や生産施設等の整備

を進めているものでございます。 

 熊本地震復興工事等の影響により、資材や

労務者の確保が困難になったものが３件、他

の地震復旧工事との調整のため、工期の見直

しが必要となったものが１件でございます。

このうち、３カ所は５月末までに完了いたし

ました。残る１カ所も10月末までには完了す

る予定でございます。 

 農産園芸課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○楮本農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 37ページをお願いいたします。 

 農業大学校施設整備事業費につきまして

は、畜産での生産性向上新技術を学べる施設

の整備を行うものでございます。熊本地震に

よりまして、施工業者において資材の確保が

できず、工事施工が困難になったもの１件で

ございます。繰り越しました事業につきまし

ては、本年12月までの完了を予定していると

ころでございます。 

 農地・担い手支援課は以上でございます。 

 

○渡辺農地整備課長 農地整備課です。 

 38ページをお願いいたします。 

 県営かんがい排水事業費を初め、38ペー

ジ、次の39ページに記載した農業農村整備事

業につきましては、熊本地震の影響により、

やむを得ず事故繰越となっているものでござ

います。繰り越した事業につきましては、い

ずれも年度内完了を予定しています。 

 農地整備課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○清藤むらづくり課長 むらづくり課でござ

います。 

 40ページをお願いします。 

 中山間地域所得向上支援対策事業費につい

ては、圃場整備など基盤整備を行う事業です
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が、熊本地震の影響により、施工業者におい

て人員や資材の確保ができず、工事施工が困

難となったものが４件となっております。い

ずれも年度内に完了を予定しております。 

 むらづくり課は以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 41ページをお願いいたします。 

 間伐等森林整備促進対策事業費１件、林業

生産性向上拠点施設整備事業費１件を繰り越

しておりますが、これらは、熊本地震の影響

により、施工業者におきまして機材や作業員

の確保ができず、工事施工が困難となったこ

とを理由としております。繰り越した事業に

ついては、全て年度内完了を予定しておりま

す。 

 森林整備課は以上でございます。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 42ページをお願いいたします。 

 １段目の林業・木材産業生産性強化対策事

業費につきましては、高性能林業機械の導入

を行う事業ですが、全国的な品薄により確保

ができなかったものです。５月には完了して

おります。 

 下段の過年と現年の林道災害復旧費につき

ましては、林道の災害復旧を行う事業です

が、他所管災害復旧工事との調整のため工事

施工が困難となったものが５件、同一路線の

他の災害復旧工事との調整のため工事施工が

困難となったものが16件となっております。

繰り越した事業につきましては、いずれも年

度内完了を予定しております。 

 林業振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○大岩森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 43ページをお願いします。 

 43ページから44ページにかけての治山関係

事業につきましては、繰越理由は、いずれも

熊本地震の影響により施工業者における人員

確保ができず、やむを得ず事故繰越となった

ものです。繰り越した事業につきましては、

全て年度内の完了を予定しております。 

 森林保全課は以上です。御審議よろしくお

願いします。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 当課から、条例案につきまして１件御説明

をいたします。 

 45ページをお願いいたします。 

 議案第13号、熊本県森林環境譲与税基金条

例の制定についてでございます。 

 概要につきましては、47ページにあるとお

りでございます。 

 本県に配分されます森林環境譲与税につき

ましては、市町村が行う森林整備への取り組

みへの支援や林業を担う人材の確保、育成等

に活用することとしまして、本年度の事業に

つきましては、既に当初予算で御承認をいた

だいているところでございます。 

 今回は、１、条例の概要にありますとお

り、３月末に森林環境税及び森林環境譲与税

に関する法律が成立したことを踏まえまし

て、県に配分される譲与税の管理を行うため

の基金の設置、これを内容とする条例を提案

させていただくものでございます。 

 森林整備課は以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 専決処分の御報告といたしまして、第10号

から第12号までは、職員による交通事故に関

するものでございます。 
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 50ページをお願いいたします。 

 ６、事故の状況にありますとおり、この職

員は、復興、復旧に係る他県からの応援職員

でございましたが、公用車を運転中、左カー

ブで対向車線にはみ出し、対向車に衝突した

結果、相手車両に損傷を与えるとともに、相

手方運転者を負傷させたものといたしまし

て、４のとおり、県側に過失があるといたし

まして、相手方に損害賠償を行ったものでご

ざいます。 

 52ページをごらんください。 

 ６のとおり、職員が公用車で出張中、信号

のない交差点で一旦停止をした後、優先道路

右側から走行してきた車両に衝突し、相手方

の車両に損傷を与えるとともに、相手方運転

者を負傷させたものといたしまして、４のと

おり、県側８、相手側２の割合で損害賠償を

行うものでございます。 

 54ページをごらんください。 

 本件は、６のとおり、職員が駐車場に公用

車を駐車した際、駐車区画に張り出した立木

に衝突し、公用車のリアガラスを全損させた

ものでございます。立木の管理責任も鑑みま

して、４のとおり、県側８、立木の管理者で

ある山江村２の過失の割合として、相手方と

されたものでございます。 

 職員研修や日ごろの心がけ等によりまし

て、安全運転を徹底してまいります。 

 以上でございます。 

 

○井上流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課です。 

 地産地消の推進に関する施策の報告をさせ

ていただきます。 

 55ページから61ページまでに議案がござい

ますが、説明は62ページを使用させていただ

きます。 

 地産地消の推進は、５つの観点から進めて

おります。 

 １つ目の観点、県民の県内農林水産物等へ

の理解の深化及び郷土愛の育成です。 

 平成30年度の実績は、６部局15課で24の取

り組みを実施いたしました。令和元年度の計

画は、６部局15課27の取り組みを計画してお

ります。 

 新たな取り組みといたしまして、地産地消

でおもてなし事業で、女子ハンドボール世界

選手権のウエルカムパーティー等での旬の県

産農産物等の展示、試食によるＰＲ、それか

ら、県内開催国際スポーツ大会地域食材等Ｐ

Ｒ事業で、試合会場へ足を運んでいただける

よう、県産農林水産物のＰＲを通じたファン

ゾーンのにぎわいづくり等を計画しておりま

す。 

 ２つ目の観点、県内農林水産物等の流通の

促進及び消費の拡大です。 

 平成30年度は、７部局13課で29の取り組み

を実施いたしました。令和元年度は、７部局

13課28の取り組みを計画しております。 

 新たな取り組みといたしまして、くまもと

で乾杯！県産酒推進事業で、国際スポーツ大

会の機会を捉えて、県産酒愛飲の機運を醸成

し、県内外の観光客等に広くＰＲし、販路拡

大を図ります。 

 ３つ目の観点、経済循環及び地域活性化で

す。 

 平成30年度の実績ですが、５部局12課で23

の取り組みを実施いたしました。令和元年度

は、５部局11課22の取り組みを計画しており

ます。 

 くまもと６次産業化総合支援強化事業で、

農産物加工施設整備や商品開発及び商品力向

上支援、販路拡大支援等を行います。 

 ４つ目の観点、農林水産業が果たす多面的

機能の再認識です。 

 令和元年度も、昨年度に引き続き、同様の

取り組みを実施いたします。 

 県民理解の促進・消費拡大推進事業で、地

下水と土を育む農業の理解促進のため、収穫

祭の開催やグリーン農業の表彰等を行いま
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す。 

 最後に、５つ目の観点、条例の周知、意識

啓発等、条例の直接的な推進に係る取り組み

です。 

 令和元年度も、昨年度に引き続き、同様の

取り組みを計画しております。 

 以上、今年度も庁内一丸となって地産地消

の推進に取り組みたいと考えております。 

 流通アグリビジネス課の説明は以上です。

よろしくお願いいたします。 

 

○早田順一委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま簡潔に説明をお願いしたいと思い

ます。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○髙木健次委員 休憩を挟んでの質問になり

ますので、もとの主要事業の説明書によって

質問したいと思います。簡潔に質問したいと

思いますので、よろしくお願いします。 

 13ページなんですけれども、グローバル農

業交流推進事業。目的は、この中に記してあ

りますけれども、インドネシア・バリ州とＭ

ＯＵの締結を、28年の11月に結んであります

よね。その後だったと思うんですけれども、

私もバリ島に農業の研修視察をしてきまし

た。行ったところはミカン農家でしたけれど

も、ミカンの技術改良、あるいはいろいろな

場面で支援をするというようなことで、この

農家をちょっと訪ねてきたわけですけれど

も、この30年の２月にモデル農園設置という

ことで書いてありますけれども、そのとき思

ったのが、大変、農家でつくっておられるミ

カンが、ピンポン玉ぐらいの大きさで、熊本

弁で言うなら、がさくれというんですかね、

非常に見た目も悪く、味も酸っぱくて、ミカ

ンの味はするんですけれども、これを食べよ

うという気にはなりませんで、はっきり言っ

て。 

 ですから、技術改良というのを県がここと

提携をしてやるということですけれども、非

常に熊本のミカン並みになるには、相当な技

術の提供とか、いろいろな年数もかかるんじ

ゃないのかなというふうに思っております。 

 30年の７月、31年の２月に技術指導等も行

われておりますけれども、距離が距離ゆえ

に、バリ島ですから遠いところにあるゆえ

に、今言った技術の提供をしても、非常に農

家のほうの受け入れというのも難しい面もあ

るんじゃないかなと。農家の感触ですよね。

その辺もあろうかと思いますが、農家の感触

を含めて、この技術を提供して、何年計画で

支援をやられるのか、その辺がわかれば、ち

ょっとお聞きしたいというふうに思います。 

 もう１点は、ちょっとこの後にまたやりま

すので、こちらのほうから先に。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 グローバル農業交流推進事業に関する御質

問でございました。 

 委員がおっしゃいましたとおり、文化も違

いますし、距離も遠いバリ島での農業支援と

いうのは、確かに容易なものではないという

ふうに我々も認識をしております。 

 ただ、これまで、ＭＯＵに基づきながら実

施をしてきましたが、今年度からはＪＩＣＡ

の支援も受けながら支援を開始できることと

なっておりまして、さらに交流の回数や内容

も含めまして支援を深化させていきたいとい

うふうに思っております。 

 今年度は、28年に締結いたしました覚書

(ＭＯＵ)の更新の年にも当たりますので、さ

らに内容を吟味いたしまして支援を進めてい
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きたいと思っております。 

 予定といたしましては、現在のところ、令

和３年度、2021年度を、まず一つの目標にし

て進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 今後、選ばれる熊本となるためにも、非常

に重要な事業だと考えておりますので、しっ

かり進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○髙木健次委員 今言われたとおり、今年度

からですか、ＪＩＣＡの支援を受けていくと

いうことで、これは、非常に県にとってもＭ

ＯＵ締結をして大事な支援事業と思います。

予算的には1,500万ぐらいのまだ大した金額

じゃないと思うんですけれども、この辺は、

農業者間の交流とか海外との交流の促進の一

環事業としても非常に大事な分野かなという

ふうに思っておりますので、引き続きしっか

りと支援をしていただいてほしいというふう

には思っております。 

 もう１つは、20ページなんですけれども、

農林水産物等輸出関連事業で、令和元年度の

輸出目標が60億円と書いてありますけれど

も、よかったら、この近年の目標の金額です

ね、その推移、わかったら教えていただきた

いと思います。 

 

○井上流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課でございます。 

 60億を目指しておりますが、今年度は今数

字を集計中でございます。ただ、去年が53億

9,000万だったんですけれども、今年度はそ

れを上回るような感じにはなってるんじゃな

いかなというふうに推測はしておりますが、

今数字の把握に努めているところでございま

す。 

 順調に数字は伸びておりますが、基本的に

は、水産、それから林務、こちらのほうが数

字的には高い数字になっております。農業の

ほうは、なかなか、何といいますか、腐れて

しまうというところもございますので、どこ

にでもここにでもは出せませんので、香港と

かシンガポールとか近場に出しております。 

 そういう関係で、数字的には順調には伸び

ておりますが、大体６億とか７億とか９億と

か、この辺の数字だったというふうに思いま

す。 

 

○髙木健次委員 年々これは伸びているとい

う状況で、大変いいことかなというふうに思

いますけれども、令和元年が60億、目標設定

されております。昨年が53億程度。稼げる農

業と県が標榜しているところもありますか

ら、やっぱり農林水産物の海外輸出というの

は、非常にこれも大事な分野かなというふう

に思っておりますので、よろしくお願いして

おきたいというふうに思います。 

 私のほうからは以上です。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

 

○前川收委員 補正の部分で質問したいと思

います。 

 まず、14ページ、前年度の明許繰り越しで

すね。 

 平成30年度の明許繰り越しが、580件、347

億4,000万円ということであります。それか

ら、34ページが事故繰りですね。事故繰越が

116件、576億円ということで、相当数の明許

繰り越しも、それから２年たった事故繰越も

出てるわけでありますけれども、理由は、先

ほどおっしゃったとおり、全てのほとんどの

内容が、熊本地震によって資材とか人がいな

いという状況だというふうに思ってまして、

これはやむを得ないと思ってます。 

 ただ、ちょっと気になるのは、事故繰越の

先はもうないという話がずっとあるわけであ

りまして、昔から単年度会計の永遠のテーマ

だとずっと思ってますけれども、事故繰越の
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次の繰り越しはもうないわけですね。 

 ということは、やっぱりこの全部、御報告

がありましたとおり、一応事故繰りの分は年

度内には完成するということでありますが、

ちょっと気になるのが、皆さん頑張っていた

だいたおかげで、国土強靱化の予算もずいぶ

ん入ってきて、事業量としてはそんなに減っ

てない。対前年、要するに地震からの復旧、

復興の部分から、今度はそこが終わる前に明

許繰り越しが残っているわけですから、終わ

ってない状況の中で、新しく国土強靱化の予

算というのも入ってきておりますので、ぜ

ひ、この事故繰りの先を、事故繰りから先は

ないわけですから、ないようにしっかりやっ

ていただきたいということと、事故繰りをや

るときに、かなり財務省を初めとした関係省

庁からいろいろあったというふうに思います

が、今回の場合は、そこは割と、理由が理由

だけにスムーズに行ったのかどうか、その２

つお願いします。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 委員おっしゃいますとおり、事故繰越は、

もう３年目の最後ということでございます。

事故繰越で今御説明いたしました案件は、全

て業者との契約までは行っている案件ですの

で、あとは着実に予定どおりそれを進めて、

今年度内に完了するように努めてまいりたい

と思っております。 

 また、その後といいますか、いわゆる本県

の農業予算という意味では、地震の関係が縮

小していっても、まだまだ必要な部分は多い

というふうに認識をいたしているところでご

ざいます。 

 今後とも、本県の実情を国には伝えつつ、

市町村ともきちっと情報共有をしながら、継

続的な予算確保に努めていきたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

 

○早田順一委員長 ほかにございませんか。 

  （「ありません」「委員長」と呼ぶ者あ

り) 

○渡邉農林水産政策課長 申しわけありませ

ん。 

 事故繰越の件は、比較的スムーズにしてい

ただいております。 

 失礼いたしました。 

 

○早田順一委員長 なければ、以上で付託議

案等に対する質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号及び第13号について、

一括して採決したいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号及び第13号について、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号及び第13号は、原案のと

おり可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から報告の申し出が１件あっており

ます。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 
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○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 農林水産常任委員会報告資料、(1)営農再

開の進捗状況についてを御説明申し上げま

す。 

 １ページ目は、熊本地震からの復旧・復興

プランにおきまして、重点的に進捗管理を行

います復興に向けた重点10項目になります。 

 それぞれの取り組みにつきまして、関係部

局から、この６月定例会の常任委員会におい

て説明を行うこととしております。 

 農林水産部におきましては、赤囲みの７、

被災農家の営農再開、農地及び営農施設の復

旧等による営農再開100％完了に取り組んで

おります。 

 ２ページをごらんください。 

 被災農家の営農再開の割合は、令和元年５

月末で99.8％となっております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 左側の営農用施設・機械につきましては、

被災農業者向け経営体育成支援事業を活用

し、平成30年度末までに全てが完了しており

ます。 

 右側の農地・農業用施設につきましては、

64.8％の工事が完了しております。不調、不

落が重なりまして、市町村を事業主体とする

工事、特に山都町ですが、未着手が残ってお

りますが、入札制度の工夫等により、工事の

進捗に努めてまいります。 

 ４ページは、災害復復旧事業とあわせて取

り組んでおります農地の大区画化を通じまし

た創造的復興の状況になります。 

 下の段の乙ケ瀬地区は、本年度被災工区に

着工しております。上の段の秋津地区におき

ましても、被災後初めてのれんげ祭りが行わ

れたという状況でございます。 

 ５ページをごらんください。 

 ５ページは、大切畑ダムの復旧に係る取り

組み状況でございます。 

 熊本地震におきまして、堤体に甚大な被害

を受けました西原村の大切畑ダムにつきまし

ては、ダム堤体工事に先行して行われます取

水トンネル工事や仮排水トンネル工事等に既

に着手をいたしました。ダム堤体工事につき

ましても、年内に工事契約予定でございま

す。令和６年の供用開始に向け、着実に工事

に取り組んでまいります。 

 また、営農再開につきましても、2019年中

の営農再開100％を目指しまして、農地・農

業用施設の復旧を推進してまいります。 

 説明は以上でございます。 

 

○早田順一委員長 以上で報告が終了しまし

たので、質疑を受けたいと思いますが、質疑

はありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○早田順一委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、陳情・要望等が２件提出されてお

ります。 

 参考としてお手元に写しを配付しておりま

す。 

 それでは、これをもちまして第２回農林水

産常任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午後０時35分閉会 
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